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〈児童福祉法体制〉受容のプロセス
―舵子事件をめぐって―

Acceptance process of The child welfare Law system
：Child labor and Child protection in fi shing village

加登田　恵　子
Keiko KATODA

はじめに
　社会福祉の歴史からみると、第２次世界大戦に
敗れてからのおよそ15年間は、福祉三法（生活保
護法、児童福祉法、身体障害者福祉法）が成立し
た時期であることから、いわゆる「福祉三法体制
期」と呼ばれている。この時期は、我が国の戦後
福祉体制の枠組みの基底部分を形成した時期とし
て、我国の福祉史における大きな画期であった。
またそれと同時に、昭和20年～27年の７年間は、
我国が他国に主権を委ねた日本史上初めての被占
領期であった。その影響は単なるシステムの変更
にとどまらず、〈近代化と民主化〉を基軸とする
新憲法と、さらにその下に進められた教育改革と
相まって、従来の日本人の人権感覚や福祉観に直
裁的に影響を与える結果となった。このドラス
ティックな変化を、単なる政策の歴史としてでは
なく、地域の生活構造とそこに暮らす生活者の視
点と絡めて、改めて跡づけてみたい、というのが
筆者の関心の所在である。
　そのための試みとして、本稿では、山口県のあ
る漁村で起きた児童労働をめぐる事件（エピソー
ド）を題材とし、当時の農山漁村の人々が、戦前
期における島の暮らしと貧窮児保護の状況から、
新しい「児童福祉理念」や「福祉体制」をどう受
けいれていったのか、その葛藤と受容のプロセス
について考察したい。

論　文

１．「舵子（1）事件」の概要
　１）第１次「舵子事件」
　昭和23年７月７日早朝、警ら中の久賀町警察署
員が、ボロボロの服を着た二人の少年（17歳と19
歳）が、道路に干してあった豆を盗もうとしてい
るところを発見しこれを保護したことが、そもそ
もの事件の発端であった。事情を聞いたところ、
両人は大島郡湯田村（当時）沖の孤島である情島
の舵子であり、去る昭和19年３月に広島の孤児施
設から貰われて同島に渡ったが、辛い舵子の仕事
に耐えられず、６日に雇主の舟を無断で乗り出し
て対岸の伊保田に上がり、徒歩で久賀町まで来た
が、所持金もなく疲労と空腹で途方にくれ、豆を
盗もうとしたということであった。
　少年たちからの事情聴取なかで、一昨年（21年）
４月に、舵子のＫ（15歳）が監禁されて死亡して
いたという虐待事件が明らかにされ、直ちに所轄
の大島地区警察署に通報された。大島地区署では
あまりにひどい虐待行為を重視し、県本部に報告
するとともに真相究明に乗り出し、間もなく被疑
者が検挙された。
　警察の調べによると、逃亡した舵子が虐待の事
例として訴えた「舵子監禁死亡事件」の詳細は、
以下のとおりであることが判明した。（実名をイ
ニシアルに変更した。）

　大島郡油田村情島の漁業Ｉ（51歳）が、
昭和19年５月に、当時13歳のＫを感化院「広
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島学園」から貰い受け、梶子（舵子）とし
て使用していたが、Ｋは学園でも持て余し
者の先天的な不良児で、常に近隣の食べ物
を盗み歩くなどしてIを困らせていた。そ
のうちＫは悪性の腸カタルに罹り、医師の
治療を受けて食事も制限されることになっ
たが、医師や家人の注意も聞かず、盗み食
いの習癖はますます激しくなったから、つ
いに持て余したIは、戒めのためＫを「ダ
ンベ」（魚の餌を生かしておく箱、周囲に
小穴のある長さ116センチ・幅82センチ・
高さ33センチの箱）に監禁した。初めは荒
ムシロを敷いて座敷に置いたが、下痢が激
しく悪臭がひどいので便所に移し、わずか
ばかりの食物を与えて20日間放置していた
ところ、死亡した（2）。

　本件により起訴された漁師Ｉは、昭和24（1949）
年２月18日、山口地方裁判所岩国支部で「不法監
禁致死罪」として懲役２年の求刑に対し、懲役２
年執行猶予３年の判決があったが検事控訴とな
り、最終的には同25年７月11日、広島高等裁判所
で懲役１年の実刑判決を言い渡されている。
　警察の見解によると、こうした事件が今まで明
るみに出なかったのは、（1）同島が隔絶した孤島
であったこと、（2）全島50戸ばかりのすべてが漁
師で、いずれも舵子を使用していたため互いに隠
していたこと、（3）駐在所の巡査が訪れても、舵
子たちは雇主の目を恐れて実情を語らなかったこ
と、などによるものとしている。

　２）第２次「舵子事件」
　３年後、先の事件の風聞がようやく収まりかけ
た昭和26（1951）年５月24日、再び５名の舵子が
集団脱走するという事件が起きた。概要は以下の
通りである。
　情島漁業Ｈ氏里子のＵ（15歳）、Ｔ（18歳）、Ｈ
氏里子のＮ（16歳）、Ｔ（18歳）、Ｏ氏里子のＫ（15
歳）の５名は、24日夜、島で催された講話会に出
たまま11時過ぎになっても帰らず、Ｈ氏の3.5馬

力モーター漁船が見あたらないことから脱走とわ
かり、翌朝国警大島地区署に届け出た。５名の少
年たちは、翌朝柳井市に上陸し、汽車で広島に向
かったが、鉄道公安官に見つかり、徳山児童相談
所に送致された。
　この事件に関しては「二度目」ということで、
マスコミではことさら衝撃的な取り扱いがされた。
　新聞は「里子の恐怖に戦

おのの

く」（毎日新聞５月27
日）、「殺されても帰らぬ　脱走少年が語る情島の
奴れい日記～改まらない差別待遇～」（防長新聞
５月28日）などと取り上げ、世間を騒がす結果と
なった。
　中でも「アサヒグラフ」（1951年10月10日号）
に掲載された写真付きの記事は、第13回国会衆議
院行政監察特別委員会（昭和27年３月４日）で、「女
子及び年少者の人身売買に関する件」の議論のな
かでも典型的な人身売買の事例として取り上げら
れるに至った。
　その後、この事件を題材として昭和29年８月に
は水木洋子作のＮＨＫのラジオドラマ「舵

かじ

子
っこ

」と
して３回シリーズでドラマ化された。さらに昭和
32（1957）年には、このラジオドラマを原作とし
て久松静児監督によって「怒りの孤島」として映
画化された。これは文部省特選映画として全国の
多くの小学校を回った。映画では、情島は名前こ
そ「愛し島」と変えられていたが、内実は恐ろし
い「人買島」として描かれており、戦後の民主主
義体制において打破すべき「封建的遺制」の象徴
的扱いを受けることとなった。
　これらの社会的圧力は、島民に大きな精神的打
撃を加えるものであった。とくに、ドラマ等の取
材に訪れた「有識者」に対して島民たちが邪心な
く事実を説明したことについて、逆に作品の中で
は「人買島」としてまるで人非人たちの集まった
島のごとくに表現されたことは、島民にとって深
いトラウマになった。その後60年以上経った今で
も、本事件に関して島民たちの口は重く閉ざされ
がちである。
　このエピソードは、わが国の戦後の「児童福祉
法体制」の成立と絡めていかに読み解くことがで
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きるであろうか。

２．事件の背景～離島の子どもの労
働と生活～
　舵子事件を読み解くための前提と
して、この地域における地域慣行と
児童労働について簡単に押さえてお
きたい。

　１）島と漁業
　情島は、周防大島（屋代島・山口
県）の伊保田港から東北約３キロ
メートルの瀬戸内海に浮かぶ、面積
約１平方キロメートル、周囲４キロ
メートルほどの小島である。島の東
は愛媛県の津和地島と対しており、
山口と愛媛の県境にある。島には東
側の小さな入り江に沿って４集落が
あるが、いずれも大島（屋代島）の港である伊保
田に背を向け、広島・愛媛方面を望むような形で
立地している。
　現在人口は130人程度（2007年）であるが、ピー
クは終戦直後の1948（昭和23）年頃で、戸数95戸
人口540人と、現在の４倍程度が居住していたこ
ともある。
　情島は現在でも「離島対策実施地域」に指定さ
れているとおり、まさに離島である。今でこそ、
周防大島（屋代島）は周防大橋によって本土とつ
ながり、周防大島（伊保田）～情島間は町営の渡
船が１日５往復しているが、長い間、本土からは
一旦周防大島まで船で渡り、島内をバスで伊保田
まで行き、再度、伊保田から渡船を仕立てなけれ
ばたどり着かなかった。伊保田～情島間は、昭和
30年代まで１日１往復の郵便船が行き交う程度の
交通状況であり、「僻地」であると言ってよかろう。
　しかし、現在でもフェリーが柳井～伊保田～三
津浜（愛媛）間に就航していることからもわかる
ように、大島とその周辺の小島の生活圏・経済圏
は、海上を通じて、愛媛・松山、広島方面に開け
ていた。県の役所のある山口市や他の大きな町か

らは遙か遠いが、島の漁家の人や物は、海上を行
き交い、むしろ松山（三津浜）・広島（草津）・呉
との繋がりが密であったのである。なお伊藤彰は、
情島の釣果が、戦前から草津の仲買人を通
して広島、さらには大阪市場へと繋がっていたこ
とを指摘している（3）。
　島民の生業は漁業を主とし、副業としては、段々
畑の耕作（麦、甘藷、その他野菜）に従事してい
た。しかし、田畑は微々たるもので、戦時中の一
時期は増産のために集落から道がつながっていな
い島の南部へもわざわざ船で耕作に行ったことも
あったというが、それを含めた最盛期でも１戸当
たり平均１～２反程度、しかもそのほとんどは甘
藷と麦の畑に限られており、米を含めたその他の
食糧は島外から買い入れなければならなかった。
従って、島民の主食は、第二次大戦後しばらくま
では甘藷と麦が中心であった。
　ほとんど農耕が期待されない島であるにも関わ
らず人々が定住したのは、島の前の「諸

もろ

島
しま

海峡」
が鯛やスズキの多く棲息する地域であり、とくに
高級魚である「桜鯛」の好漁場として有名だった
ためである。漁は一本釣りであった。



〈児童福祉法体制〉受容のプロセス

― 42 ―

　潮流の早い海峡で一本釣りをするためには、ま
ず潮上に漕ぎのぼり、釣りながら潮の流れにのっ
て潮下へと下り、また潮上に漕ぎあがるという方
法をとる。潮につれて流れて行くときに、船の方
向を一定にしておかないと、釣り糸が垂直に水中
に垂れないので、誰か一人が櫓につかまって船の
方向を一定に保たなければならない。そのときの
舵取りの役として櫓を操作する「舵子」が必要と
されたのであった。
　舵子は、通常は漁の見習いがてら漁師の家の子
どもが担当していたが、大正の終わり頃の好景気
の時期になると、漁船が増えて家族員では賄いき
れなくなったので、愛媛県三津浜地方（伊予）か
ら貧しい家の子どもを雇い入れることにした。昭
和10年頃が雇われた舵子が最も多い時期で、60人
ほどにまで増え、情島の漁家には大抵の家に居る
ようになった。当時愛媛県には貧しい者が多く、
いわゆる口減らしのために、親は80円～100円の
前渡金を受け取り、徴兵検査までの３～５年働か
せることを承諾していた。この子どもたちは「伊
予子」と呼ばれていたという。当時の舵子の年令
は、早ければ７～８歳からで、中心は11歳～19歳
の児童・青少年、20歳になると独立している者も
あるが、大部分は徴兵検査を機に帰郷するか、他
へ転出する風習であった（4）。引き取られた子ど
も達は、年季が明けると自由になり、郷里に帰る
者やさらに都会に出稼ぎに出る者もいた。中には
家族同様に育てられ、親方の娘を嫁にして跡取り
となる者もいたが、反面、厳しい労働に途中で耐
えられなくて逃げ出す子どももいた。
　ところが、昭和初年頃から第二次大戦中にかけ
ての労働力不足により「伊予子」を得難くなった。
そこで九州や宇部方面から、さらには、呉の保生
院（救護施設）や広島感化院から子どもを貰い受
けるようになった。戦直後は、原爆のため焦土と
化した広島の巷にたむろする浮浪児を直接連れて
来ることもあった。
　情島では、大正から昭和にかけて１～２tの船
が100艘近くに増えていた。それらが動力船にな
ると舵子は必要なくなるが、動力化され始めたの

は昭和10年頃からで、零細漁家では動力船の導入
は時間がかかり、昭和30年頃にやっと６割程度の
船に動力が装備された。従って舵子労働が質的に
も量的にも重要な位置を占めたのは、大正年間～
昭和30年頃の期間であったと言える。

　２）島と出稼ぎ
　「出稼ぎ」というと、高度成長期におけるいわ
ゆる「三ちゃん農業」や父親の工業地帯への出稼
ぎを思い浮かべる人が多いが、戦前の我が国にお
ける農山漁村においては「出稼ぎ」という労働形
態はごく一般的な事象であった。戦直後の農村人
口膨張期の例外を除けば、1935（昭和10）年をピー
クとして専業農家数は減少局面に入り、すでに専
業農家より兼業農家の戸数が多かった。（図－１
参照）
　とくに西日本は１戸あたりの経営耕地面積が少
なく、兼業農家が多い地域である。中でも周防大
島のような比較的大きな島だけでなく、〈漁村〉
は半農半漁の形態をとっているところが多い。し

図１　農家数ならびに専兼別主副業別
　　　農家数の長期的推移
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かも、「男漁女耕（男性は漁師、女性は農業）」と
いう分業があった。そして自家の田畑が狭小な場
合、農耕担当である女性たちは、漁を手伝うとい
うより、むしろ近隣農村へ秋の収穫期を中心とす
る出稼ぎ（穀寄せ奉公）にでるのが一般的あった。
娘たちの「奉公」は、海産物などの行商による物々
交換とともに、不足する自家の飯米を獲得するた
めの重要な手段であった。長年、娘たちが農家へ
手伝いに行った報償として米を持ち帰っていたの
が、やがて明治の末年から次第に金銭収入を目的
とする女中や工場などの「都市奉公」へと変遷し
ていった。
　なお明治中期からは、町屋における行儀見習い
を目的とする「見習い奉公」も積極的になされる
ようになった。少女たちは、尋常小学校を卒業後
はしばらく家事手伝いをする傍ら針仕事の練習を
し、羽織が縫えるようになると、嫁入り前の行儀
見習いとして町屋へ奉公した。狭い島の社会から
離れて、「家の者やお客への挨拶の仕方、立ち振
る舞いや袴の紐の結び方」まで厳しく仕込まれる
見習い奉公は、尋常小学校卒の少女たちの「社会
勉強」の機会として位置づけられていた。大正６
年生まれの情島の女性の証言によると「あのころ
は、奉公にも行かんような娘は嫁にもらい手がな
かった」という（5）。
　他方島の少年たちは、尋常小学校を終えると、
父親について見習い漁師になるか、そうでない場
合は、むしろ農家に出稼ぎをするより、大工や石
工、左官等の見習いとして「世間師」と呼ばれる
親方と一緒に県外に進出したり、さらにはハワイ
やフィージーなど海外へと出かけていった。大工
の場合、年季が５年、お礼奉公２年というのが通
例であったという。ちなみに、1919（大正８）年
の統計によると、小さな情島からもハワイへ４
人（6）、オーストラリアへ11人が出稼ぎにでている。
　1938（昭和13）に発行された高等小学校の副読
本には、大島郡の人口が男子青年の出稼ぎによっ
てバランスが崩れて女性人口が５％程度上回って
いること、さらに昭和初年から人口減少傾向にあ
ることを指摘した上で、なお青少年が「島から出

る」ことが島の人々の暮らしを守るためであると、
少年達を鼓舞している。
　「…大勢の人を養う事が出来ないから、いさぎ
よく海外へと発展していったのだということがで
きる。さればこそ萬里の彼方にあっても常に故郷
の事を忘れず、年々の送金高七拾萬圓という實に
巨額の金を送ってくれている。人一倍愛郷心の強
い大島魂の本郡人だ。」
　「皆さんの家、或いは親類の家にはよそへ行っ
て居る人があるでせう。何故よそへ働きにいかな
くてはならぬのでせう。わかりますね。わかりま
したらお父さんやお兄さんが居らなくても淋し
がってはいけません。さて今度は皆さんです。こ
の学校の人は高等科を卒業すると十人中九人まで
はよそへ出て行きますね。皆さんもやがて出てい
かなくてはなりません。何故出て行かなくてはな
らぬかが分かった皆さんは、今からその決心をか
ためて学校でしっかり勉強しなくてはなりませ
ん。」 （松田保馬『大島郡地理郷土讀本』）
　つまり、島の少年少女たちは、基本的に貧しく
生産性の低い島の生活維持のために「穀よせ」あ
るいは「口減らし」として、早い子どもは10代前
半から生家を離れるということが、ごく日常的な
実態としてあった。そして、奉公や出稼ぎは、親
からは現実的な家計補助の役割だけでなく、「他
人のめしを食わせんと一人前にならん」としてあ
る種の教育効果と、さらに村からは地域生活を外
からに支える不可欠のサポーターとして、また時
には一旗揚げて帰還する可能性のある希望の星と
して、島では受け入れられていた。また、学校教
育もそういったメンタリティを強力にバックアッ
プしていた。
　こういった状況は少なくとも50～60年前まで、
こういった状況は情島だけでなく日本の多くの農
山漁村において見られた光景であったのである。

３．農漁村と貧窮児童
　１）戦前の地方における貧窮児童対策
　家族が扶養できない貧窮児童の保護に対応する
社会制度としては、明治維新以降、昭和４年に救
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護法ができるまでの間は、基本的に1871（明治４）
年に達せられた「棄児養育米給与方」（太政官達
第300号）があるのみであった。しかもそれによっ
て保護された児童は、例えば1933（大正12）年に
は全国でみても合計年間119人程度（日本社会事
業年鑑大正15年版）とごく少数であり、児童保護
という観点からすると極めて制限的かつ形式的救
済制度としての機能を果たしていたに過ぎない。
山口県における棄児の養育状況をみると、明治10
年～20年代の混乱期には年間150～200人弱程度で
あったが、産業化が始まった明治30年代になると
2桁に減少し始め、大正10年以降は年間わずか１
～３人が養育されているのみである。
　戦前における貧窮児童保護の主体は、各地の民
間篤志家によって細々と営まれていた「育児施設
（児童養護施設）」であったが、これも全国に120
カ所程度あるのみであった。山口県における戦前
の児童保護施設の状況をみると、1899（明治32）
年に赤松輝幢により徳山町に開設された「普済院」
を嚆矢とし、1900（明治33）年に長府町の「防長
孤児院」、1904（明治37）年に山口町の「山口育
児院」、1906（明治39）年に玖珂郡川下村の「岩
国孤児院」の４院が開設されている。しかし、そ
れらはいずれも県内都市部に開設され、かつ収容
数は一定していなかった。さらにそのうち「普済
院」は1921（大正10）年に、「防長孤児院」は　
翌1923（大正12年）に財政難から閉鎖され、昭和
初期には２院のみとなっていた。貧窮児童がこう
いった施設に収容保護される機会は、ほとんど偶
然の産物といって良い状態であったし、幸運にも
施設に保護された児童であっても、尋常小学校を
終えると「院外委託」として施設から農家や商家
等へ奉公に出されるという「処遇」が一般的であっ
た。
　1932（昭和７）年、昭和恐慌を背景として実施
された「救護法」では、対象規定に「13歳以下の
幼者（母の哺育する乳児を含む）」が加わった。
ここで救護法の農山村地域への適用等の詳細につ
いて立ち入ることはできないが、山口県における
救護法対象者数は1932（昭和７）年380人、1933（昭

和８）年531人、1936（昭和11）年656人、1937（昭
和12）年664人と急速に増加している。しかし、
農山漁村の広範な貧窮問題に対応していたとはい
えない。救護法の制定を契機として新規に開設さ
れた社会事業施設も少なく、山口県内に救護施設
として認可された施設は、定員10名程度の救護所
（身寄りのない生活困窮者の保護施設）が２カ所
のみであり、育児（児童養護）施設は増えていない。
　それでは、農山漁村における多くの貧窮児童は、
どこに隠されていたのであろうか。

　２）農村の買子
　前述のように周防大島地方では江戸時代中期か
ら出稼ぎが盛んで、四国方面への大工や木挽、あ
るいは石工として男性が島外へ出て行った歴史が
あった。なかでも「長州大工」は高い技術を誇り、
彼らが四国の多くの神社を建てたことで知られて
いる。しかし、こういった働き手が島から出るた
めに、残された田畑は主として女性の手に任され
ることになり、繁忙期には手が足りなくなる。そ
こで田畑の多い家は逆に「納

ノ

屋
ン

子
コ

」や「買
カイ

子
ゴ

」を
置くようになった。
　ノンコは島内から来る１年年季の労働者で、納
屋に住まわされていたので「納屋子」といい、報
酬は高くても１年働いて米１俵程度であった。カ
イゴの方は、伊予（愛媛）方面から10歳ばかりの
子どもを幾ばくかの金銭を渡して買ってきたもの
で、一人前になれば家を持たせて貰う約束であっ
たが、基本的に無給であったという。
　各地を行き来する長州大工が、四国の山中を行
き来する途中、貧窮家庭から「只でもよいから連
れて行ってくれないか」と子どもを託されること
もあったという。周防大島出身の民俗学者宮本常
一の名著『忘れられた日本人』に掲載されている
宮本自身の叔母からの聞き取りには、以下のよう
な証言がある。叔母が19歳のときに女友達と３人
で松山の三津浜から四国を旅した時のことで、明
治の終わり頃だと思われる。
　「宇和島の山の中の方は貧乏人が多くて、家は
みんな草葺きばかり、それも土べたの上にむしろ
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を敷いて世帯をしているものがよけいおりまし
た。床板のはってある家でも、畳の敷いてある家
はのうて、大方むしろをしいておりました。（略）
わしら金ももっておらんので、阿波の国と土佐の
国の境まであるいて、また戻ってきました。（略）
伊予の山の中では娘をもろうてくれんかといわれ
て…何をさせて使こうてくれてもかまわん。食わ
して大きうしてくれさえすればええと言うており
ました。（略）遍路の中にも子供の手をひいてあ
るいているのがたくさんおりました。たいがいは
貰い子じゃったようであります。この方（大島郡
東和町）には昔は伊予からもろうてきた子供がよ
うけおりましての。（略）中には買うてきた子も
いたが、たいがい親がよう育てんからもろとくれ
といわれてもろうて来たもんであります。」
 （宮本常一『忘れられた日本人』p.112）
　「納屋子」や「買子」は農村労働者として雇わ
れたり、年季奉公として買われたりしたものであ
るが、同じようなルートで漁業労働者である「舵
子」も調達されるようになったのであろう。昭和
30年ごろに、そのような実体験の記憶をもつ老婆
がいたという事実は、明治以降もそのような生活
習慣が当然のこととして受けとめられていたと考
えられる。

　３）漁村のメシモライ
　宮本常一が昭和25年７月に聞き取りをした梶田
富五郎翁の証言も興味深い。梶田翁は周防大島出
身の漁師で、長崎県対馬にわたり豆酘村の開拓者
となった人物である。幼いときに親兄弟と死別し
孤児になり、７歳まで叔母に育てられるが、その
後「メシモライ」として漁船に乗りこみ、対馬に
渡ることになった。そのいきさつは以下の通りで
ある。
　「久賀の大釣にはメシモライというてーまア五
つ六つくらいのみなし子を船にのせるならわしが
あって、わしもそのメシモライになって大釣りへ
のせられたのじゃ。大釣ちうのは、漁船でも大型
のもんで一ぱい（一艘）に五、六人はのったろう。
久賀の沖で釣るのじゃのうて、みな遠くへ出て

行ったもんじゃ。（略）ところが、わしがメシモ
ライで乗せてもろうた船がたまたまその対馬行の
船じゃった。忘れもせん、明治九年のことで、久
賀を出て何日もかけてここまで来た。（略）大人
はそれでもえらいもんで、その大波の上を櫓を押
していくんじゃ。（略）わしはメシモライじゃか
ら仕事はなかった。ただおとなしう船のなかで遊
うでおればよかった。せまい船の中で、あそぶこ
とも何もないけえ、退屈にはあったが、みんなが
かわいがってくれるけに、何とかもてたもん
じゃった。メシモライはわし一人じゃのうて、ど
の船にも一人ずつのっているから、七、八人はい
たろう。納屋へあがると、他の船のメシモライも
あがちょるけえ、遊び相手もあって、まア退屈は
せなかったのう。」
 （宮本常一『忘れられた日本人』1984年、pp.173-184）
　梶田翁は、その後何回か半年単位の遠洋漁業船
に乗り込み、半年たつとまた村に戻り叔母の世話
になったという。そして、十歳くらいになって「カ
シキ」（船の飯炊き）が出来るようになると、僅
かではあるが労賃がでた。カシキを何年かするう
ちに一人前の漁師として育っていくという道筋で
あった。時には、親があっても貧乏な家では、口
減らしとしてカシキに出すこともあった。
　おそらく、母親が育てている５～６歳の我が子
は、危険の多い遠洋漁業へ同行することはなく、
まかり間違えば命を失う危険のある航海に連れて
出るということは、まさにリスクを背負った口減
らしに他ない。しかし、宮本が言うように、受け
入れた漁師達がこき使うでもなく、皆で可愛がり
育てる様子は、ある種共同体としての情愛をも感
じさせる関わりであるということも共感できる。
　この事例をもって、各地の漁師の世界に「共同
体的貧窮児童保護システム」なるものが備わって
いたと言うことはできない。しかし孤児や貧窮児
を幼いときから扶養しつつ、徐々に漁師仲間へと
育てる仕組みが一部地域の慣習としてあったのは
事実であろう。
　民俗学の桜田勝徳の調査によると、昭和12～15
年当時、情島と同じように、幼い子どもを近隣農
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村より貰い受けて、徴兵検査の年頃まで自家漁業
の中心労働力とする事例は、青森県下北半島から
山形、新潟、神奈川、静岡、愛知、三重、沖縄糸
満においても見られたという。なかでは、沖縄糸
満のヤトウイングワ（雇い子）は、谷川健一の『海
の群

むり

星
ぶし

』（7）のモデルとなったこともあって有名
である。
　桜田は、このような雇い子の慣習は、共同して
労力を提供し合う「網漁村」になく、漁船が個別
に漁労に従事する「釣り」、あるいは「潜水漁」
を行う村に多くあることを指摘している。これら
の漁法は比較的少人数で行うもので、しかもある
程度の熟練を必要とするという共通性がみられる
という。厳しい自然を相手とし、効率よく少しで
も安全に漁をするためには、仕事へのカンや、親
方との呼吸の合わせ方も含むかなりの訓練が必要
であった。桜田は「彼らは六、七歳の幼少時より
二十一歳前後まで養家に養育されたといふ事、す
なわち比較的生産労力としては幼少に過ぎる期間
が長く、生産面に愈々活躍を期待せらるる年齢に
達すると（略）多くは本人の自由意志に任せてい
ると云ふ事実は、単なる今日に雇用関係とは到底
同一視得ざる所である」と述べている（8）。
　さらに、西日本の近代の漁民の間においては、
東北地方の農民の間のような強固な同族組織が存
在せず、双系的な傾向が著しく、かつ若

わか

者
もの

宿
やど

や年
齢階梯制度が発達する傾向があることが多く指摘
されている。強固な同族組織によって排他的性格
をもつ「剛構造」社会に対して、こういった社会
を「軟構造」の社会と規定し、「軟構造」の漁村
社会は、成員の追加や交替が容易にできるという
点で、いわゆる海上の遭難による死亡率が高く、
また漕ぎ手としての労働力が多く必要であった時
代において、きわめて適合的であったと評価され
ている（9）。こういった社会条件のもとでは、家
族の成員が外にでることも、逆に「家族」の中に
他人が入ることについてもあまり抵抗感がない。
他所から来た貧窮少年を、自然に受け入れる土壌
があったのではないだろうか。情島の舵子の中に
は、我が子とほとんど同じ扱い受け、長じて養子

に迎えられたケースもあったという。

４．浮浪児と島
　１）実態と乖離した浮浪児対策
　戦争の長期下にともない、戦中期より、遺児家
族、戦災孤児、非行児童問題等の戦時期特有の児
童問題は深刻化しつつあった。しかし、昭和13
（1938）年１月の厚生省創設に象徴される「戦時
厚生事業」下における児童保護対策の基本命題は
「人的資源確保政策」であり（10）、児童保護の観点
からのこれらの要援護児童に関する施策は、ほと
んど無策と言ってよい状態であった。
　敗戦と同時に混乱と窮乏の社会状況の下に、戦
災孤児、引揚孤児、戦没軍人・軍属の孤児等の「要
養護児童問題」すなわち、育成基盤である家族か
ら〈社会〉に放り出された子どもたちの問題が一
挙に露見した。「街頭浮浪児」が巷に浮浪し、物
乞いや金品接収により露命をつなぐという状況
が、全国各地でしかも多量に見られたからである。
　政府は敗戦の１ヶ月後、1945（昭和20）年９月
20日に次官会議において「戦災孤児等保護対策要
綱」を決定した。本要綱によると「主トシテ今次
戦争下戦災ニ因リ父母其ノ他ノ適当ナル保護者ヲ
失ヒタル乳幼児学童及青少年（以下孤児ト称ス）」
を対象とし、「孤児ノ特性能力ニ従ヒ孤児ガ独立
ノ生計ヲ営ム」ことができるまでの間を保護期間
としていた。保護の方法としては、（イ）個人家
庭ヘノ保護委託、（ロ）養子縁組ノ斡旋、（ハ）集
団保護」の三種類であった。
　特筆すべきは、孤児に対して本人の能力・特性
に応じて「中等学校以上ノ教育ニ付テハ保護ノ方
法如何ヲ問ハズ各種育英機関ニ依リ之ガ学資ノ補
給ヲナシ夫々、能力に応ジ修学錬成ノ機会ヲ与フ
ル」こととし、それに係る経費は「政府ニ於テ特
別ノ措置ヲ講ズルモノト」していたことである。
　村上貴美子は本要綱について、保護期間を年齢
で定めず「独立ノ生計ヲ営ム」までとしていたこ
とについて着目し、その経済的自立の方針が後の
「新生活保護法」における自立助長論へと引き継
がれたこと。さらに「経費ハ政府ニ於テ」と国家
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責任を明示したことについては、GHQが日本政
府に対して救済の公的責任原則を指示した
SCAPIN404ならびにSCAPIN775より２～６ヶ月
前に日本政府側から出されたことから、ここで言
う「国家責任の原則」は、今日の基本的人権を基
盤とするものとは異なり「むしろ、戦時下の軍人
遺家族に対する子女の育英等に示されている考え
方、すなわち国家賠償あるいは国家補償的考え方」
に類似するものであったという見解を述べてい
る（11）。
　しかしながら、本要綱の形式的文言と現実の実
施状況との乖離は、空しさを感ずる程大きかった。
保護の方法として掲げられている（イ）個人家庭
ヘノ保護委託、（ロ）養子縁組ノ斡旋については、
それを実施する機関の整備もなかったし、そもそ
も、当時は、他人の子どもを積極的に引き受ける
余裕のある家庭はほとんど皆無であるといってよ
かった。人々は、親類縁者の遺児・孤児を引き取
り支え合ったが、家族と共に食いつなぐのもおぼ
つかない世帯が多くあった。町をうろつく浮浪児
の中には、「孤児」だけでなく、戦災や引揚げの
混乱を機に崩壊した「家族」のある子どもも多く
含まれていた。
　さらに（ハ）の集団保護については、たとえ要
綱に「国家賠償あるいは国家補償的考え方」があっ
たとしても、国立施設整備のための計画すら無く、
戦前から細々と運営されていた民間の児童養護施
設や司法保護団体等の運営による少年教護施設、
あるいは引揚者用に応急的に設置された施設に頼
るのみであった。
　そして、何よりもその実現へむけての経費は「政
府ニ於テ特別ノ措置を講ズルモノトス」とされた
のみで、裏付けがなかった。そのため実効性に乏
しく、保護の実施は「地方長官ヲシテ之ヲ行ハシ
ムルモノトシ関係市町村毎ニ必要ニ応　ジ児童保

4 4 4

護委員会
4 4 4 4

（仮称）ヲ設ケシメ孤児ノ保護ニ関スル
各種事務ノ処理ニ当ラシムルモノトス。」として
いるものの、例えば山口県においては当該委員会
が設置された形跡はない。
　昭和21（1946）年４月15日、厚生省社会局長通

知によってやっと「浮浪児その他児童保護等の応
急措置実施に関する件」が出され、以下の措置が
とられた。
①浮浪児の徘徊するおそれのある場所を児童保護
関係の各種職員が随時巡察し、浮浪児等を発見
し、保護すること、
②児童保護相談所を必要な場所に設けること、
③都道府県児童保護主管課に「児童保護相談所」
を設け、前期相談所と連絡すること
④浮浪児は台帳に記入して保護指導すること。
　そして同年９月19日には、浮浪児が特に多く集
まる地域であった東京、神奈川、愛知、京都、大
阪、兵庫、福岡の７大都府県知事に対し、厚生次
官名で「主要地方浮浪児等保護要綱」が通知され
た。これによって、京浜地方、京阪神地方、愛知、
福岡に「児童保護委員会」が組織され、浮浪児の
集まる地域における一斉発見（いわゆる浮浪児狩
り）が奨励された。また、発見された児童のため
の「一時保護所」「児童鑑別所」「児童収容保護所」
等が、国庫補助のもとに作られ、７大都府県に一
時保護所18カ所、児童鑑別所７カ所が設けられた。
しかし、1945～47年のこの時期、その他の地方で
は場当たり的な保護に追われるのみで、具体的施
策レベルではほとんど手つかずの状態であった。
山口県に児童課が設置されたのは、児童福祉法が
制定された1948（昭和23）年２月であった。
　実態としては、1947年当初に厚生省児童局が推
計した孤児は１万2,700人程度であったが、翌年
２月に実施された『全国孤児一斉調査結果』では、
戦災孤児２万8,248人、引揚げ孤児１万1,351人、
一般孤児８万1,266人、合計すると12万3,504人と
いう膨大な数の孤児がいることが判明している。
このうち山口県内の孤児は、戦災孤児644人、引
揚げ孤児275人、一般孤児1,748人、棄児・迷児41人、
合計2,708人であった。混乱のなかに対策が後手
になり、それが一層浮浪児を増やす結果になった
と言わなければならない。

　２）浮浪児と舵子
　以上のように、公的な浮浪児対策が心もとない
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状況のなかで、北見俊夫は、瀬戸内海の漁村調査
から以下の興味深い報告をしている。
　「日

にっ

清
しん

・日
にち

露
ろ

戦争のころ、父親が戦争に出て子
ども達は放り出される状態で食事もろくに与えら
れず、広島とか呉や島々をあちこちうろつくもの
が相当にいた。そうした子ども達を各地の漁船が
一飯の食を与えて養い、櫓

ろ

を漕がせて仕込む。子
どもはなんのことなく連れられて養子のままに
なっていた。三之瀬（広島県安芸郡下蒲刈島）に
も他処の浦からこのようにして渡り住みつき、漁
師の手助けをしている者もあるという。釣漁の漕
ぎ手に重要な労働力でもあったのである。」（12）　
三之瀬も瀬戸内のこの地方の一本釣りの中心地で
あるので、恐らく情島と同じような慣習があった
のであろう。
　興味深いのは、その対象となった児童が従来の
貧窮児童だけではなく、日清・日露戦争による貧
窮及び家庭機能の崩壊を原因とする「浮浪児」が
加わっている点である。戦前の我が国における育
児院（児童養護施設）は約120施設であるが、そ
のうち70有余の施設が、明治31（1898）～明治40
（1907）年の十年間に開設している。この時期に
児童施設が急増した要因は、産業化や都市化とい
う社会変化や民間慈善思想の広がりを背景としつ
つ、直接的には濃尾大震災、三陸津波、東北大飢
饉などの自然災害、ならびに日清・日露戦争の結
果生じた孤児や貧窮児に対応するためであったと
言われる（13）。それを考えると、戦争被害者とし
て生じた「浮浪児」はすでに明治30年代頃から出
現し、都会では主として「育児施設」に収容保護
されたのに対し、社会施設がほとんど無かったこ
の地域では、当時の動力化する直前の漁労形態が
吸引する形で、封建時代から続くいわゆる「口べ
らし」と渾然一体となって「保護」されていたと
いう構図に気づかされるのである。
　無論、こういった民俗学者たちの見解について
は、あまりに「牧歌的」であるとの反論もある。
例えば、教育学者である広田照幸の「見ず知らず
の他人の中に放り出され、低賃金で一日中酷使さ
れた青少年には、それはあまりつらい『教育』で

あった。青少年を雇い入れる側は必ずしも教育的
な意図を持って彼らを雇っていたわけではなかっ
たから、酷使や虐待がしばしば平然とおこなわれ
た。〈略〉一般的に、児童労働が果たした無意図
的な社会化機能を称揚する議論は、雇い主の無配
慮や酷使がおびただしい数の少年少女の人生をだ
めにしてしまったことを忘れているのではないだ
ろうか。」（14）　という指摘である。
　この『教育』の部分を「児童保護」と置き換え
ることもできよう。確かにこの点からすると、い
くら雇い主が「可愛そうに」と思って実親から託
された子を預かり、たとえ我が子と同じように養
育し、時には家業の跡継ぎとしたにしても、主目
的である漁労を犠牲にしてまでも養育されるもの
では決してなく、付帯結果としての、あくまでも
括弧付きの「児童保護」であった。そして、この
点こそ、戦後新憲法下で制定された児童福祉法後、
すなわち舵子事件の際に、島民たちが社会から 
バッシングされつつ、「児童福祉の理念」の浸透
とともに意識の変革が要請された点であった。そ
してそれは、実は戦前のわが国の厚生行政が、貧
窮児対策（社会的養育）に対する公的責任を回避
するために建前として喧伝していた「人民相互の
情宜」の限界を示すものであった。

５　実地調査と舵子の状況
　さて、事件発覚後、行政としては担当部局であ
る山口県民生部ほか、山口労働基準局及び国家警
察関係官が、直ちに実態調査に乗り出すことに
なった。
　そこで判明した事実は以下の通りであった。
①年齢と雇い入れ年
　まず、昭和23年７月23日現在、情島に舵子とし
ていたのは丁度50名であった。年齢分布は11歳～
19歳までと広いが、16歳が13名で最も多く、次い
で17歳が８名、14歳・15歳が同数で７名となって
いる。
　舵子として雇われたのは、昭和22年が最も多く
26人（52％）と半数以上を占めている。これらは
児童施設からの紹介が多い。敗戦前から雇われて
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いたのは８名（16％）。最も古いのは、昭和15年
11月頃に10歳で、広島の母子家庭の母親との契約
により雇われている。
　昭和23年当時に最年少の11歳であった３名は、
戦後の昭和22～23年に雇い入れられている。
　なお、10歳未満で舵子に従事している子どもは
いなかった。
②出身地
　本籍は、広島県が最も多く28名（56％）、つい
で愛媛県６名（12％）となっている。遠くは宮城、
東京で各１名、さらに引揚者と思われる大連出身
者が１名いる。（表１参照）
　関西の浮浪児の多くは、食を求めて大阪、神戸
などの大都会に集まることが多かったが、列車へ
の不法乗車によってかなり広範な移動をしていこ
とが知られている。それを反映してか、浮浪児か
ら舵子になったものは、本籍地が宮城、熊本、東
京、神戸、大阪など、比較的遠隔地の出身者が含
まれていることが特徴となっている。
③委託経路
　委託経路をみると、「広島学園長に斡旋」され
たものが11名（22％）「呉市保生院長に斡旋」さ
れたものが９名（18％）「広島市の引揚民孤児修
養所長に斡旋」（15）されたもの１名（２％）となっ
ている。両者を合わせると、福祉施設から送られ
たケースは、全体の４割強を占めている。
　広島学園とは、教護院（現在の児童自立支援施
設）である。教護院は、1934（昭和９年）に従来

図２　舵子年齢別人数

図３　舵子雇い入れ年別人数

表１　舵子の本籍
本籍地 内訳

広島県 28
広島市 8
呉　市 7
その他 13

愛媛県 6
松山市 2
その他 4

徳島県 1

大阪府 3
大阪市 2
その他 1

兵庫県 3
神戸市 2
その他 1

九　州 3
福　岡 1
熊　本 1
その他 1

東　京 1
宮　城 1
大　連 1
不　詳 3

合　計 50

図４　委託経路
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の「感化法」が「少年教護法」に改正されたこと
にともなって従来の感化院を「教護院」と改称し
たもので、当時の規定によると14歳以下の「不良
行為ヲ為シ、又ハ不良行為ヲ為ス虞アルモノ」を
入所させる施設であった。入院要件は、１）親権
または後見を行うものなき少年、２）親権者また
は後見人から入院の出願のあった少年、３）少年
審判所から送致された少年、４）裁判所の許可を
得て懲戒場に入るべき少年、の４種類と決められ
ていた。戦前の児童養護施設（育児施設）のほと
んどが民間の篤志家による創設であったのに対し
て、教護院は、感化法の時代から各県１カ所の割
合で公設必置とされていた。1935（昭和10）年頃
には、在院費として月額12円程度を徴収すること
を建前としていたが、大半の子どもの家庭が貧困
であったため徴収免除に該当し（16）、実質はほと
んど公費で運営されていたというのが現状であっ
た。
　戦局が深まり、1942（昭和17）年に塩の配給制
や医療切符制が実施される頃になると、各地の教
護院では、食糧費の捻出が最大の関心事となった
ほか、応召職員の補充や出征軍人家庭の要教護児
の取り扱いなどが大きな課題となっていた。退院
生の処遇方針として積極的に「満蒙開拓青少年義
勇軍」へ送り出す施設も増えた。翌1943（昭和
18）年頃になると、各都道府県の財政の逼迫によ
りさらに物資が不足しため、ほとんどの教護院で
は食糧確保のための開墾事業に取組むことになっ
た。さらに1944（昭和19）年になると、地方当局
より蔬菜については基本的に「自給生産」するよ
うにとの要請がでた施設もあり、どの施設も食糧
確保のための作業や買い出しに追われる生活で
あった（17）。関東の教護院である千葉県立生実学
校では、戦争末期の状況について「…終局に近づ
いたころは農作業と軍事教練に明け暮れしていた
…、また本校では空腹に耐えかねて夜になると近
隣の農家に食物を盗みに漁る生徒が出没し、農家
の人が飯や「いも」、「ふすま」などを与えた…」
という古老の証言がある（18）。広島学園の状況も
例外でなかったであろうことは、容易に推測でき

る。
　他方で、親の出征に加えて本土空襲が始まると
保護者が不在となった児童は、着実に増加してい
た。兵庫県立農工学校では、1944（昭和19）年度
に、男子119人、女子17人、合計136人の児童を教
護していたが、これ以外に都市部（神戸市、尼崎
市、西宮市）の保護者不在家庭の児童調査を実施
した結果、要教護児童の世話をする者のないケー
スが、神戸市209人、尼崎市35人、西宮市4人、合
計248人あった（19）。この児童たちは、本来少年教
護院に入所教護されるべきであると関係者は問題
提起したが、公的施策としては全く放置され（20）、
救護法制度は児童保護の観点から機能不全を起こ
していた。こういった状況下において、戦中から、
「食べさせてやる」という条件だけで児童施設現
場が入院生を舵子へと送り出したのも無理からぬ
ことではあった。
　もう一つの施設「呉保生院」とは、昭和８年に
開設した救護施設である。この種の施設の戦中・
戦直後の状況については史料に乏しいが、主食配
給制度の下で「闇買い」のできない福祉施設にお
ける食糧難の程度は、どこも凄まじいものがあっ
た。松本園子による東京養育院の旧職員の聞き取
り調査によると、「養育院の赤ん坊は死んでね、
コロコロ死にました。だから本当に嫌だったんで
す。どんなに寝ないで世話をしてもコロコロ死ん
じゃう。棄て子が多かったですから、体力的にも
いじめられてお腹の中で大きくなったと思うんで
すがね。それは本当に哀れなものでしたよ。私は
罪つくっているみたいで、いやになりましてね。
それでいったん養育院を辞めて造兵廠にはいった
んです。昭和19年でしたね。…死因は結局栄養失
調ですね。」（21）　という証言がある。「保生院長
の斡旋」という事由も、広島学園と同様に、戦時
中から戦直後にかけて入所者の生活費・食糧確保
の手だてがほとんど失われた極限状況下におけ
る、入所児童の生存をかけた選択と考えられる。
　舵子の斡旋元の一つである「引揚民孤児修養所」
とは、陸軍少尉であった上栗登が、少尉の退職金
2000円を元に、1945（昭和20）年10月22日に、焦
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土と化した広島市の宇品に開設した民間の児童保
護施設「引揚孤児収容所」である。同所は、その
年の12月に名称を変えて広島市草津に移転した。
当初は、沖縄やフィリピンから宇品港へ引揚げて
来た孤児を収容保護していたが、翌1946年11月か
らは、原爆孤児や浮浪時の収容保護も開始してい
た。あくまでも、広島市立ではなく民間施設であ
る。情島の漁師は、以前より草津方面の魚問屋と
の繋がりがあったため、地縁から紹介されたもの
かもしれない。
　舵子のなかには、広島駅付近を徘徊していた浮
浪児が「広島東署に斡旋」されたものが９名、約
２割ある。広島東署に斡旋されたものとは、具体
的には「駅付近を徘徊す」「広島駅で靴磨きをし
ていた」「広島駅付近で新聞の立ち売りをしてい
た」などであり、敗戦後２～３年経ってもなお保
護者もなく、住所をもたず、街で生きるストリー
ト・チルドレンの姿が浮き上がって来る。
　児童福祉法制定当時（1947年）「収容保護が最
も適当と思われる」児童は、孤児12,700名、貧児・
虐待児1,900人、浮浪児5,500人、知的障害児66,000
人、虚弱児・肢体不自由児等54,000人、教護児童
30,000人であり、合計369,000人（全児童数の
1.14％）（22）（厚生省児童局における推計）と把握
されている。一方、戦中に貧窮児や浮浪児を引き
受けていた育児施設は、1942（昭和17）年には
117施設、取り扱い児童数9,200人程度であったも
のが、1945年の敗戦時の推計では86施設、取り扱
い児童数5,600人に減少していた。その後1947年
の児童福祉法制定によって、育児施設は、1948（昭
和23）年に117施設、取り扱い児童数11,091人（昭
和23年３月厚生省調べ）となり、さらに２年後の
1950（昭和25）年６月には394施設、取り扱い児
童数20,395人と急増した。しかし、孤児・貧児・
教護児童に限ってみても、要保護児童の半数程度
しか収容保護できていなかったことがわかる。
　しかも、これら新設された児童施設のほとんど
は、民間施設であった。この時期の育児施設（児
童養護施設）は、大まかに分類すると、戦前の民
間慈善施設を引き継いだものと、戦後新たに民間

人が開設したもの、さらに戦時中の学童集団疎開
政策に基づいて各地で「集団合宿教育」していた
施設が帰るべき家庭を失った主要都市の戦災学童
（孤児）を継続して収容保護したもの、の３種類
に大別されるが、このうち前２者の民間施設が６
割を占めていた。さらに、1949（昭和24）年の
GHQの指令により原則として民間教護院の設置
が禁止されたが、公立教護院が増加するのではな
く、逆に民間教護院が児童養護施設へと転換して
いる。山口県においても、1946（昭和21）年２月
に共楽養育園、同年８月に中部少年学院がともに
民間人の発意と渾身の努力により開設されてい
る。
　行政としては取りあえず「浮浪児の刈り込み」
により育児施設（児童養護施設）・教護院・救護
施設に収容保護しようとしたが、保護された子ど
もたちのかなりの者が、施設内の低水準の食生活
や集団生活の拘束に耐えられず、いわゆる「脱走」
して再度浮浪児化するなど混乱していた。
　舵子となった浮浪児は、広島東署が組織的に児
童を保護し斡旋したものではなく、情島の島民や
関係者が広島駅付近にたむろしたり、靴磨きなど
をしていた少年たちに直接声をかけ、それに応じ
たものを、派出所や東署で引き取りの承諾の手続
きをして島に連れ帰ったものらしい。戦後に育児
施設（児童養護施設）を開設した民間人のなかに
は、闇市などから幾人かの浮浪児を引き取ったこ
とから始めた人もあるが、駅前から浮浪児を連れ
帰った漁師とそれらの児童施設開設者のメンタリ
ティには、どれほどの差異があったと言えるので
あろうか。
　一方、親や親族との直接的な契約、あるいは承
諾を得て雇い入れられた子どもについてみると、
広島県出身者10名、愛媛県出身者６名であり、そ
のほとんど呉市や松山市に偏っている。これは、
戦前から続くこの地域特有の地縁の名残であろ
う。
④年季と契約金
　漁師と児童間の「契約金」であるが、「広島学園」
「呉市保生院」「広島引揚民孤児修養所」から斡旋
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されたケースには、金銭授受は無かった。戦前か
ら一部の育児施設は「里親制度」を実施しており、
一定の養育料が施設側から児童の預け先に支払わ
れていたケースがあるが、これらの３施設におい
ては、そういった気配はない。端的に言えば、施
設からの「口減らし」として斡旋されてきたこと
がわかる。
　親が承諾して雇い入れたケースの中には、雇い
入れる年齢が10歳以下の場合は、小学校６年卒業
までは通学させることを条件にしているが契約金
額は決められていないもの、あるいは９年間で
150円などと契約金とは名ばかりの額のケースも
あった。実の親がそれで承諾していたところをみ
ると、とくに14歳以下の年少児童に関しては、こ
れもまた雇主側の労働者としての期待よりもむし
ろ委託した側の「口減らし」としての意味が大き
かったようである。中には、父親が直接16歳の少
年を島に連れて来て、年限を決めずに2,000円を
受け取り、そのまま置いて行ったというケースも
ある。14歳を過ぎた少年は、概ね18歳までの期間
の５年契約とし、金額も2,500～3,000円となって
いた。
　ちなみに、敗戦直後は物価高騰による超インフ
レ時代のため、貨幣価値を特定するのが難しいが、
昭和22年の成人労働者の賃金水準をみると、全産
業労働者の平均現金給与額は1,950円。工業の１
日の平均賃金は６月に男子69円96銭、女子30円79
銭だったのが、その年の年末には男子117円44銭、
女子54円48銭（総理府統計局調べ）となっている。
官公吏の賃金ベースは22年7月の1,800円から23年

には6,307円へと1年で3.5倍に上昇している。それ
らの相場を考えると、衣食住の現物支給を前提と
しても、成人労働者の１～２ヶ月分が舵子５年分
の労賃に相当する計算となり、やはり破格の賃金
設定であると言えよう。
　当時の情島の漁師の所得水準を確認する資料は
ない。しかし、1946（昭和21）年に台風に見舞わ
れた時、100艘あった漁船の大半が倒壊流出し、
使用に耐える者は僅か３艘にすぎなかったとい
う。当時島民で貯金を1,000円も持っている者は
ほとんどいなかったという。そんな中から立ち上
がってゆくのである。頼母子講をはじめて船を造
り、家を直し、昭和23年頃にはやっと前途に明る
さが見えるようになっていた。」（23）　という状況
であったという。都市労働者にとっては破格と思
える2000～3000円の一時金であっても、漁家に
とっては、それほど楽な出費であるとも言えな
かったのではないだろうか。
　たしかに1947～48年頃には農産物の闇販売に
よって暴利をむさぼった農村の人々もあったよう
である。漁師たちも、魚が獲れさえすればいくら
でも闇市で売れる時勢であることから、少しでも
漁獲高を上げようと、なおさら舵子集めに積極的
な姿勢を持ったのかもしれない。
　しかし、実情ははそれほど簡単ではなかった。
終戦にあたって、呉の海軍が所持していた膨大な
量の爆弾や砲弾が、情島の近くにある能美島の北
や倉橋島と柱島の間の海に投棄された。そこで、
その爆薬を引揚げて「爆薬密漁」に使う者が出て
来た。一本釣りのような悠長な漁ではなく、水中

表２　舵子の年季と契約金
No. 雇い入れ年 雇い入れ年齢 年　季 金　額 契約者
1 昭和19年 14歳 ５年間 2,500円 母親
2 昭和15年 10歳 ９年間 150円 母親
3 昭和23年 14歳 ３年間 3,000円 父親
4 昭和18年 10歳 ７年間 通学させ、契約満期の際に謝礼金 母親
5 昭和23年 14歳 ５年間 2,500円 母親
6 昭和22年 16歳 ― 2,000円 父親
7 昭和22年 10歳 ５年間 2,000円 両親
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で火薬を爆発させ、浮いてきた魚を捕るという、
荒っぽい漁であった。さらに、戦前に豊後水道を
拠点として東シナ海に出漁していた「二艘底引き
漁船」が漁場を失ったため周防灘に進出するなど、
周防灘が「無法漁場」になっていたのである。爆
薬や底引きによって海底は荒らされ、桜鯛の好漁
場は、短期間に「死の海」に等しいほどの状態に
陥った。
　その後取り締まりが強化されたが、安全な海に
回復するには10年ほどかかり、その間に次第に一
本釣り漁師たちの活気は萎え、「漁民の陸上がり」
が促進された。舵子を多く必要とした情島の漁師
たちは、ほとんど同時期に舵子をつかう漁がやり
にくくなっていた。
⑤就学状況
　舵子の就学状況をみると、〈図５〉にみるように、
50名中21名（42％）は戦前の義務教育課程である
尋常小学校６年を終了しているが、27名（54％）
は戦前の義務教育も未了であり、うち不就学児童
が１名あった。また、現在就学中の者はいなかっ
た。
　昭和22年４月１日施行の学校教育法により６・
３・３制となり新制中学校が生まれ、昭和22年４
月の入学者から義務教育年限が延長となったた
め、当時小学校の高等科１年の生徒（希望者のみ
で非義務制）は、併設中学校の中学２年と３年に
移行することになっていた。しかし、舵子につい
ては、そのような移行にともなう配慮はされてい
なかった。
　なお、この実地調査に引続き、８月４日より５
日間で舵子の知能検査が実施されている。その結

果は概評として「知能指数はおおむね70以下」で
あったと簡単に報告されているが、個別調査一覧
の特記事項として「幾分低能」と記されているの
は３名のみであった。

６．行政の対応
　１）昭和23年における行政の対応方針
　実地調査に赴いた関係機関（山口県児童課、岩
国労働基準監督署、徳山児童相談所、山口県学務
課）は協議の結果、今回の取り扱いについては「措
置方針」を申し合わせた。各使用主からは「始末
書」を徴して厳重戒告をするとともに、各機関に
おいてそれぞれ指導監督することとなった。
　当初、関係機関が協議の上出した「措置方針」
と具体的措置は以下の通りである。

　〈措置方針〉
一、離島を希望する者に対しては、夫々本人
の希望により出身学院なり、親元に帰すか
或は適当方面へ就職の斡旋をする。
二、引続き在島を希望する者に対しては、な
るべく里親制度による取扱をなさしめるよ
う要請し、これによりがたいときは次の通
り措置する。
（1）満12才より満14才までの者は、義務
教育を受けさせることを前提条件とし
軽易な労働に従事させることは差し支
えない。（下線筆者）

（2）満12才未満の者は、舵子の業務に従
事させないこと。

（3）満14歳以上で義務教育を終了したも
の及び満15歳以上の者に対しては、労
働基準法の労働者としての取り扱いを
すること。

（4）将来児童の取扱については従来の如
き封建的待遇を改めることと共に、児
童の福祉増進に図るため娯楽、衛生面
等に配意する外、将来の独立について
充分考慮すること。

備考　前借金労働契約について
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は、労働基準監督署の指示により
措置する。

　さらに、関係行政当局者たちは、油田村長なら
びに５名の舵子組合総代と協議し、1948（昭和
23）年８月４日付けで、将来に対する取り扱い方
法を以下のように決定した。

（1）就学関係について　
ａ．小学校義務教育については通常の児童と
同様、就学さすこと。

ｂ．中学校については、特殊学級を設け、就
学さすこと。

ｃ．学校の経営維持については、村並びに県
学務課において別途考慮すること。

（2）里親制度の適用
　満14歳以下の者については出来得る限り、
児童福祉法に定めた里親制度を採り、使用主
は里親となるよう措置すること。

（3）労働基準法の適用について
〈賃金〉
ａ．満15歳の者は、食費・衣料費等、日常生
活費を使用主が負担し、それ以外に最低月
100円以上を支払うこと。

ｂ．賃金は、年齢、技能に応じ適当に増額さ
せること。

ｃ．月に支払う給料は貯金とし、監督署の許
可を受けて使用主が委託管理するものとす
る。

ｄ．賃金台帳の備付をして監督署の監督を受
けること

　賃金台帳の整理は、舵子組合代表東野喜代一
氏に於いて、各使用主のものを一括整備記録す
ること。
〈労働時間・休日・休憩〉
　法第四一条の規定により、適用除外とする
〈年次有給休暇〉
　親のある舵子にして、帰郷したいような場合
にはそれを阻止することなく、帰郷さすこと。
（4）労働契約

　現在契約中の１年を超える年季契約は無効と
する。
（5）前借金
　現在５年で2500円等の前借の形をとっている
ものは之を改め、年季を禁止し借金と舵子の労
働とを全く切り離したものとすること。
（6）適用事業報告、賃金台帳、労働者名簿及び
年齢証明書等の備付
　東野氏に於いて責任をもって備付け記録する
こと。
（7）現在まで違反に対しての処罰
　全使用主より始末書、誓約書を徴し、今後再
びかかる違反のないよう厳重戒告する。
資料：（岩国労働基準局　行政資料　（謄写版）　
所長　関口儀郎、労働基準監督官　粟屋節生）

　実地調査に赴いた行政当局者間の協議におい
て、12歳未満は舵子の禁止、12～14歳は軽微な労
働、15歳以上は労働者として扱うこととし、14歳
以下の子どもについてはできるだけ「里親制度」
の適用となること等を決め、小・中学校への就学
を義務づけ、中学校には「特殊学級」を設けるこ
ととしている。しかし、処罰としては、始末書、
誓約書を徴したうえでの厳重戒告に留めている。
　当地の舵子の問題については「学校に行ってい
なかった」（教育保障）ということと、「雇用関係
の不明瞭さと前借制度」（労働基準法の適用）に
集約し、その２点を主たる改善指導課題とみなし
たことがわかる。

　２）行政官の心証　
　調査の結果、地元の行政官は「大半の使用主は
舵子に対して家族同様の待遇をなしており、新聞
報道されたような過酷な事実はなく、単に永年の
慣習により「無自覚無関心」（24）に子どもたちを
取り扱っていた」ためであると、漁家に対して比
較的好意的な心証を得たようである。
　当時、実地調査に赴いた行政担当者の小林末次
は、調査の状況について以下のように証言してい
る（25）。なお、小林氏は、当時山口県民生部児童
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課で児童保護を担当しており、弱冠21歳の青年で
あった。

★県庁に勤められた昭和21年と言えば、戦後の
大変な時ですね。

○ええ、引揚者、戦災者、浮浪児がおったりで。
私は社会課のなかで児童の係で、浮浪児を

　担当していました。私は戦後はじめて県に採
用された「吏員」の一人です。当時はとにか　

　く生活保護が大変で、そういうものを社会事
業として社会課でみなやりよったです。

★最初に「舵子事件」に知られたのはどういう
経緯でしたか？

○それはね、昭和23年ですね。最初に刑事、当
時の警察が来てね、それが人身売買事件だと
いうので。大島郡の方で行われているという
ので、すぐに役所を出ました。大島に一晩泊
まったんです。行くまで相当時間がかかりま
すから。情島は大島のそのまた先でね。その
ときは、大島にはもうバスが通っていました
けど。

　　警察もですが、初めは（県庁の）みんな一
緒に行こうといって、行ったんです。偉い人
もおりましたが、実際の担当は私で、それま
で浮浪児などを連れに行ったりしていたか
ら、私が一番色々言いました。

★それまで、事件がある以前に、情島の状況な
どについて聞いたことがありましたか？広島
から浮浪児が送られていたことなど。

○いいや、その時、私らは初めて知ったのです。
そりゃ、当時は（浮浪児は）よけえ居るんで
すから、ごちゃ混ぜですね。

★実際に行かれてみて、如何でしたか？
○舵子は、島の子どもと余り変わらなくて、親
と一緒に働いて、ただ学校に行かない、とい
うことだけでした。違うのは…。いや～、他
の子どもと全然変わらなかった。そりゃあ新
聞なんかは、食べるのも（家族と舵子は）別々
とか色々書いていたけれど、そういうことは
事実とは違いました。みんな一緒、我が子も

一緒。そりゃ休みはあまりなくて、夜でも漁
に出とったけれど、それは夜に魚がよけえ（沢
山）とれるから皆が漁にでるんで。親方に連
れられて…、親方というても「おじさん」で
すが…。ちゃんとご飯も食べさせて貰ってま
した。
★事件の発端は、もと浮浪児だった、割と手に
負えない子が逃げたのが見つかったと言うこ
とですが…。手に負えない子も多かったので
すか？
○そっちも、そんなに悪いのはいなかったです。
まあ、悪いといったら、少しだけ、子どもの
中で争いごとがあったくらいですね。とくに
親分はおらんです。全部で51～２人いました
けど、舵子はね、皆、一軒に２～３人ごとで
したから。
★事件の後も、かなりの子どもさんが島に残っ
ていますね。
○島から出るというのは、４～５人くらいだっ
たかな。それに一旦出て行った子も、後から
島に戻りました。というのは島の方が、外よ
りずっと食糧が良かったからね。魚があるか
らね。腹一杯食べられる。町の人は、普通の
人は買おうにも買えないから。島より県庁の
周りの方が食糧事情は悪かったです。みな闇
でしたから。漁師は魚と他のものに交換でき
たから。
★事件後の対処はどうされましたか？
○県庁に戻って、話し合いました。私は、そん
なこと（何とか対処しろと）を言うたって、
それぞれみな違うわ～や、と言いました。小
さい子は尋常６年くらいの子で、10歳になる
かならんかが少し。ほとんどの子はそれ以上
の15～16歳、18～19歳くらいの大きな子もい
ました。漁師の人も色々で、「こういう子は
可哀想だから食わしてあげる」というのも居
たし、「漁師として使おう」というのもいた、
それぞれじゃった。だけど、どこもそんなに
コキ使うという感じじゃなかったです。漁船
は、あっこら辺は（潮の流れが）６ノットく
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らいあるんです。それで、船が潮に流されな
がら漁をするから、親方が船の向きを「右じゃ
あ、左じゃあ」と大声で言って、それにした
がって舵子が向きを変える。その時は、それ
ほど力はいらなくて、ただ親方の指示通り船
の向きを変えるだけです。海の上ですから、
親方は大声で「右じゃあ、左じゃあ」です。
そりゃ潮の下からもとに戻すときは、少しは
本気で漕がなければなりませんけど、それく
らいです。

★刑事事件となった舵子の死亡の件ですが…。
○あれは「異常食欲」の子でした。それが、食
べ物を隠しておっても探して食べるんです。
腹を壊してもそれでも食べる。だからとうと
う、タンベに入れられて、外から鍵をかけら
れたんです。他の子は、ありゃあ、ホイト（乞
食）をするから、ちゅうて言っとりました。

★島から離れた子どもたちは、その後どうなり
ましたか？

○家に貰われた子もいるし、議員のお寺に小僧
行ったり、お店やに（奉公）行ったりしまし
た。たしか４～５人ばかり、そういうのが島
を離れました。私と上司は、１軒１軒回って、
舵子に「お前は、ここを出るか？どうする
か？」と聞いて回りました。それで、その子
の希望どおりにしてやりました。

 （★=筆者、○=小林）

　小林末次は、事件の後『とにかく、情島では、
何とか食べられる。また、辛抱すれば一人前の漁
師になることもできるということで、相当数の少
年が梶子として島にやって来たし、保護施設の方
でも浮浪癖のある者、知恵遅れのある者などを梶
子に送り込んだ。また島の漁民たちもこうした子
どもに対する同情心から連れ帰った人も相当見受
けられた。』（『世は情・梶子の島の思い出譚』）と
も書き留めている。
　現地の状況を知った行政官を含めた周囲の人々
は、その生活感覚からすると、亡くなった子ども
には申し訳ないと思う一方で、「虐使」「暴行」「責

苦」「幽霊」「死の脱出」などという新聞報道に見
られるような義憤・公憤といった類いの感情から
はかなり乖離しており、むしろ心情的には、小林
証言にあるように「（島の子たちと）何も変わら
んかった」「子ども等は腹一杯、食わせてもろう
とった」という印象が強かったようである。
　そのため基本方針に、小学校を卒業した12～14
歳の（中学校相当）学齢児については義務教育を
受けさせることを前提条件としつつも、わざわざ
「軽易な労働に従事させることは差し支えない」
とまで書きこみ、舵子を使った労働形態そのもの
についてはことさら積極的な改変は求めなかっ
た。その辺りに、当時の行政担当者たちの心性が
滲み出ているといえよう。

　３）舵子の動静
　個別調査の結果、当時雇われてい
た舵子50名のうち、離島を希望した者は右の８名
であり、残りの42名は自発的に島に残り、舵子を
続けることとなった。８名はそれぞれ本人の希望
にそって措置されることとなったが、そのうち家
庭引き取りとなった者は１名のみであった。

　４）特別学級の開設～教育制度への適応～
　明治21年に大島（屋代島）の和田村弘道小学校・
伊保田分校が油田小学校になるのに伴って、その
分教場が開かれたのが情島の教育施設の始まりで
あった。当初の児童は５～６名であったというが、
大正元年に建坪38坪、運動場47坪ほどの校舎が建
てられた頃には、児童数は50名ばかりに増え、以
後昭和18年頃まで全校児童数は60～90名を推移し
ている。そこでは教員２名による、３学年複式授
業が実施されていた。
　ただ島には初等科しかなく、高等科に進むには、
島を出て大島（屋代島）の伊保田に下宿し、油田
高等小学校に通うほかなかった。前述したように
島の子どもたちの大半は、初等科を卒業すると女
子はそのまま家事手伝いをし、男子は徴兵までは
親の船の舵子をしつつ漁の見習いをした。女子は
家の手伝いや農業をしながら針仕事を習い、上達
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して羽織が縫えるようになると一度は島外へ奉公
に出たという。２～３年の女中奉公や女工を経験
したのち、島に戻って結婚した。

　戦前の進学率をみると、昭和16年に国民学校と
なり高等科が義務制となるまでは、油田小学校（情
島分校を含む）の小学校初等科の卒業生のうち高
等科に進むものはおよそ７～８割程度であった。
年によっては女子の半数程度しか高等科に進んで
いない学年もある。中等学校に進学できる子ども
は、ほとんど例外的存在であるといって良かった。
　周防大島（屋代島）の農家出身の民俗学者宮本
常一は、明治40年生まれであるが、大正９年に50
名の小学校の同級生のうち中学に進学したのは２
～３名であった。宮本はクラスの級長で向学心も
あったが、貧しさ故に中学進学をあきらめ、高等
小学校に進学する。２年後に高等小学校を卒業時
に、村に残って農業に従事したのは同級生12人の
うち宮本一人であったという。農村部に比べて漁
村部はさらに進学率が低く、夜間の漁などのため
に「長期欠席」の率は高い傾向がある。
　さらに、戦争も押し迫った昭和20年３月に「決
戦教育措置要綱」閣議決定され、国民学校高等科
は、原則として１年間授業停止となった。大島（屋
代島）の高等科の児童たちは、徴用令に応じて岩
国市の「帝人に」作業員として出向いたり、農繁
期には出征兵士の家への奉仕や、麦畑・芋畑の開
墾、炭焼き等の農作業等に追われた。初等科の幼
い児童たちも「勤労作業団」として、食糧増産の
一助にと甘藷栽培や松根油とりに駆出され、実質
的な教育は望むべくもなかった。成年男子の出征
等による人手不足を補うために労働力としての舵

表４　情島中学校の生徒数と学級数の推移
年 生徒数 学級数

昭和22年 37 1 油田中学分校
昭和23年 38 1
昭和24年 54 2
昭和25年 51 2
昭和26年 53 3
昭和27年 47 2
昭和28年 46 2
昭和29年 53 2
昭和30年 44 2
昭和31年 43 2
昭和32年 40 2
昭和33年 26 2
昭和34年 － － 情島中学校
昭和35年 38 2 電話と校内放送新設
昭和36年 53 2
昭和37年 54 3
昭和38年 54 3
昭和39年 48 3 ミルク給食開始
昭和40年 45 3
昭和41年 45 3
昭和42年 49 3
昭和43年 45 3
昭和44年 46 3
昭和45年 48 3

表３　昭和23年に離島した舵子
氏　名 年齢 措　　　　置
○○　健二 14歳 久賀署に保護
○○　貞男 17歳 父親引き取り
○○　　博 11歳 久賀署に保護
○○　　勳 16歳 日良居村の機帆船に雇われる
○○　至冬 13歳 白木村長（寺）の小僧となる
○○　義昭 17歳 造船所に雇われる
○○　正男 19歳 久賀町○○鉄工所に雇われる
○○　勝美 17歳 久賀町の機帆船に雇われる
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子はますます必要とされるようになり、戦時中か
ら徐々にその数が増えていたが、子どもの教育保
障という視点からみると、戦時の特殊状況下にお
いて、島の一般児童と舵子とのギャップはさらに
小さくなっていた。
　敗戦後、大島郡の島々にも戦災者・引揚者・復
員軍人などの帰還・流入人口が急増し、1946（昭
和21）年に情島分校の小学児童数は112名まで膨
れ上がった。教員は４名配置され、初等科３学級、
高等科１学級の４学級編成で行われるようになっ
た。1947（昭和22）年３月31日に教育基本法が施
行されたのに従って、同年５月に油田中学校の情
島分校が開設され、高等科生徒は油田中学に編入
となり中学の情島分校に入学することになった。
高等科から移行した生徒も含めて37名、学級数は
１クラスであった。
　1948（昭和23）年は38名で中学生は１名しか増
えていないが、翌1949（昭和24）年には生徒数54
名、クラス数２名と急増している。これは、県が
事件後に前述の「取り扱い方針」にそって同中学
に「特別学級」を開設したためである。学籍簿に
よると、昭和23年10月１日付けで入学したのは１
年生７名、２年生７名の合計14名。このクラスは
全て舵子の少年たちであり、地元の子どもは一人
も含まれていない。年齢は、11歳１名、12歳１名、
13歳２名、14歳４名、15歳３名、17歳１名、不明
２名と幅広かった。舵子のそれまでの就学状況は
芳しくなく、特別学級に進学した舵子のうち、小
学６年を修了していた児童は２名に過ぎず、多く
は３～４年程度の通学経験しかなかった。不就学
児も１名含まれていた。
　この「特別学級」とは、今で言う特別支援学級
（障害児学級）とは異なり、午前中は授業をして
午後は漁に出たり、また天候不良の時は終日授業
を実施するなど、仕事に合わせて適宜授業を組み
込むという、変則学級を意味していた。調査時点
における「知能指数はおおむね70以下」や「幾分
低能」という調査結果は、時の担当者からは障害
児教育ニーズとしては受け取られていなかった。
　残された学籍簿の記載内容は、通常学級と比べ

てかなり乏しい。メモ書きで目につくのは出席状
況で、在籍者のうちの一人は出席日数135日／欠
席70日、別の一人は出席日数132日／欠席73日と、
三分の二程度しか出席していない状況が走り書き
されている。
　子どもたちの勉学意欲もそれほど強くなかった
様子で、個別状況欄には「やる気がない」等の書
き込みもみられる。小林吏員の証言によると、実
際には「特別学級」は、舵子の子どもたちからは
それほど受けが良くなく、学齢超過児童の「就学
希望者」もそれほど熱心には登校しなくなったよ
うである。おそらく能力的に若干低く、加えて浮
浪や貧困のため学習習慣の形成されなかった舵子
たちにとってみれば、せっかく漁に出なくてよい
時間は、教室で読み書きの勉強をするより、むし
ろ海辺で遊ぶ方がもっと魅力的であったのであろ
う。
　また、島民の子どもが通っていた通常学級の学
籍簿の記載をみると「親が教育不熱心」「理解に
乏しい」と記載されているように、我が子の就学
についてさえもさほど熱心でない島民もおり、舵
子の傭い主のなかには、従来通りの漁を中心とし
た舵子の生活を積極的に変えようとしない人もい
たようである。

　５）労働基準法の適用等
①労働基準法の適用
　15歳以上の舵子には、1947（昭和22）年４月７
日に制定されたばかりの労働基準法を適用するこ
とになり、当時舵子組合代表であった東野喜代一
を管理者として、舵子の「賃金台帳・労働者名簿・
年齢証明書」等の帳簿の管理や、毎年の労働基準
局宛の「適用事業報告」を実施するようになった。
責任者の東野氏は、もともと方面委員を務めるな
ど土地の人望の篤い人物で、息子たちを島外の商
業学校などに進学させていた。後に、東野氏の息
子達は、島の汚名を払拭するために私財を投じて、
情島に児童養護施設を開設することになる。
　1952（昭和27）年９月１日改正以前の労働基準
法の主な該当条項を照らし合わせると、以下の通
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りである。とくに関連する条項に下線を付した。
（最低年齢）
第56条　満15歳に満たない児童は、労働者として
使用してはならない。但し、満14歳以上の児童で、
命令で定める義務教育の課程またはこれと同等以
上と認める課程を修了した者については、この限
りでない。
　前項の規定にかかわらず、第８条第６号乃至第
17号の事業に係る職業で、児童の健康および福祉
に有害でなく、且つその労働が軽易なものについ
ては、行政官庁の許可を受けて、満12歳以上の児
童をその者の修学時間外に使用することができ
る。但し、映画の製作または演劇の事業について
は、満12歳に満たない児童についても同様である。
（年少者の証明書）
第57条　使用者は、満18歳に満たない者について、
その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付
けなければならない。
　使用者は、前条代２項の規定によって使用する
児童については、修学に差し支えないことを証明
する学校長の証明書および親権者または後見人の
同意書を事業場に備え付けなければならない。
（未成年者の労働契約）
第58条　親権者又は後見人は未成年者に代わって
労働契約を締結してはならない。
　親権者若しくは後見人または行政官庁は、労働
契約が未成年者に不利であると認める場合におい
ては、将来に向かってこれを解除することができ
る。
第59条　未成年者は、独立して賃金を請求するこ
とができる。親権者または後見人は、未成年者の
賃金を代わって受け取ってはならない。
（年少者の労働時間及び休日）
第60条　第32条第２項、第36条及び第40条の規定
は、満18歳に満たない者については、これを適用

しない。
　第56条第２項の規定によって使用する児童につ
いては、第32条第１項の労働時間は、修学時間を
通算して、２日ついて７時間、１週間について42
時間とする。
　使用者は、第32条第１項の規定にかかわらず、
満15歳以上（第56条第１項但し書きに規定する満
14歳上を含む。）で満18歳に満たない者について
は、１週間の労働時間が48時間を超えない限り、
１週間のうち１日の労働時間を４時間以内に短縮
する場合においては、他の日の労働時間を10時間
まで延長することができる。
（深夜業）
第62条　使用者は、満18歳に満たない者または女
子を午後10時から午前５時までの間において使用
してはならない。但し、交替制によって使用する
満16歳以上の男子については、この限りでない。
　労働に関する主務大臣は、必要であると認める
場合においては、前項の時刻を、地域または期間
を限って、午後11時及び午前６時とすることがで
きる。
　交替制によって労働させる事業については、行
政官庁の許可を受けて、第１項の規定にかかわら
ず、午後10時30分まで労働させ、または前項の規
定にかかわらず午前５時30分から労働させること
ができる。
　前３項の規定は、第33条第１項の規定によって
労働時間を延長する場合又は第８条第６号、第７
号、第13号、第14号及び電話の事業については、
これを適用しない。但し、第14号の事業に使用さ
れる満18歳に満たない者については、この限りで
はない。
　第１項及び第２項の時刻は、第56条第２項本文
の規定によって使用する児童については、第１項
の時刻は、午後８時及び午前5時とし、第２項の

表５　舵子の最低賃金
（現物給付を除）満15歳～ 満16歳～ 満17歳～ 満18歳～ 満19歳～ 満20歳～ 満21歳～ 満22歳～ 満23歳～ 満24歳～
最低基準月給 100円 150円 200円 250円 300円 400円 500円 600円 700円 800円
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時刻は午後９時及び午前６時とする。
（帰郷旅費）
第68条　満18歳に満たない者又は女子が解雇の日
から14日以内に帰郷する場合においては、使用者
は、必要な旅費を負担しなければならない。但し、
満18歳に満たない者または女子がその責に期すべ
き事由に基づいて解雇され、使用者がその事由に
ついて行政官庁の認定をうけたときは、この限り
ではない。
　その後、毎年労働基準監督官により、監督され
た。1929（昭和24）年の報告書によると、食事衣
料附の100～130円を支給するなど概ね良好である
が、貯金管理については、管理はしているが許可
手続きが未了のため、その点が指導されている。
1930（昭和25）年には、賃金の一部を現物で支給
していることについて、現物給与の評価額（１ヶ
月千円前後が妥当）を月給に加えて支給した上で、
衣食住費として徴収する建前とすること、労働者
名簿・賃金台帳・適用事業報告等を未提出である
こと等の違反が指摘されるとともに、「現在の給
与があまりに低きに失し、児童将来の独立生活の
希望を失わせる」ことを理由に、以下のように年
齢別最低賃金を示している。

②「家庭養育雇用児童」保護対策要綱
　情島で第１次舵子事件が起きた年、これも栃木
県の農家で従来から相当ひろく行われていた他人
の児童を引き取りその家庭で養育又は雇用する慣
行が、いわゆる「児童の人身売買事件」として新
聞紙上に取り上げられたのをきっかけに、次々と
同種の事件が顕在化し、大きな社会問題となっ
た（26）。
　現地では、関係する行政機関によって「児童身
売防止対策委員会」が組織され、調査ならびに善
後策がとられた。それを受けて、中央でも急遽関
係省による対策協議会を開き、協議結果が厚生次
官、法務行政長官、労働次官、文部次官の四次官
連名の通達『親元を離れ他人の家庭に養育され又
は雇用されている児童の保護について』（厚生省
発児第四五号）がまとめられ、1949（昭和24）年

５月14日公表された。対策要綱の前文には「この
種の慣行は、たんに栃木県、福島県地方のみに行
われているものではなくて、いろいろの形態のも
とに全国的に各地で行われているものかと思われ
る。これは児童の福祉に関係した極めて重要な問
題であるから、今回親元を離れ他人の家庭に養育
され又は雇用されている児童（以下家庭養育雇用
児童という。）についてその全国的な保護対策を
左の通りに決定することになった。これが円滑に
実施されるか否かは、わが国児童保護事業の消長
に直接に影響するものであるから、実施にあたっ
ては慎重な考慮を払い、児童の福祉の保障につき
万遺憾のないよう努められたい。」と当時の国の
緊迫した構えが伺える。
　５日後の５月19日には、本対策要綱の基本方針
にのっとり、さらに関係省庁が具体策を加えて、
各都道府県知事あてに通知が出された。この通知
によって示された『保護対策実施要綱』は、以下
の通りであった。

第１　現在行われている家庭養育雇用慣行に対する措置

１　実情の把握に努めること。

　現在行われている家庭養育雇用慣行の態様は多種多様で

あって、先ず第一にその態様と個々の実情の把握に努める

ことが必要である。

（1）児童委員による実情の把握

　市町村長が中心となり、児童委員をして、家庭養育雇用

児童の保護に関したえず必要な注意を払い、その実情の把

握に努めしめること。

　前項の児童とは、四親等内の児童を除き親元を離れ他人

の家庭に養育又は雇用されている凡ての児童をいうので

あって、家庭に雇用されている児童の中に女中、子守、農

事使用人、店員等一切の年期奉公者及び雇用人等が含まれ

ることはいうまでもないが、児童福祉法にいう里親に養育

されているもの、少年法の規定により少年保護司の観察中

のもの、単なる下宿人及び寄宿舎等の家庭以外のところに

いるものは対象とならない。

　実情把握の対象となる児童の中には労働基準法の適用の

あるものも含まれるのであるが、これは労働基準監督署の

行う監督に協力するとともに児童の日常生活に関する保護
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をも併せて行うことを目的としているものである。

（2）市町村長の児童福祉司に対する連絡

市町村長が右の結果、

　　　　A　労働基準法の適用を受けない雇用契約が（例

えば家事使用契約）、（a）親権者又はこれに代わるべき者

が児童の意志を顧みることなく雇用契約を締結している、

（b）雇用契約の期間が不当に長い、（c）児童の労働を条

件として前借金を受け取っている、（d）児童が途中で逃

走した等契約不履行の場合の損害賠償額を予約している等

の条件を含んでいて、これにより直接にあるいは間接に児

童の自由を不当に拘束していると思われるもの、

又は

　　　　B　雇用契約が労働基準法その他の関係法令に違

反するとか、児童が虐待されているとか、冷遇されている

とか、その他著しく不適当な監護を受けている等のため、

児童の福祉の見地から特別の措置を必要とすると思われる

ものを発見したときは、児童委員をして精密な調査をさせ、

その結果ならびに意見を附して、担当地区の児童福祉司に

連絡すること、なお児童委員の行う調査には必要に応じて、

労働基準監督署、労働省婦人少年局地方職員室、公共職業

安定所その他の関係機関の協力を求めること。

（3）児童福祉司の行う調査と必要な措置の判定

　右の連絡を受けた児童福祉司はそのケースにつき児童委

員の協力をえて個別調査を行い、県児童課又は児童相談所、

必要に応じてはそれぞれ労働基準監督署、労働省婦人少年

局地方職員室、公共職業安定所その他の関係機関と取らる

べき児童福祉の具体的措置について協議決定すること。

２　児童福祉の具体的措置

　１の（2）に掲げるような、雇用契約が直接にあるいは

間接に児童の自由を不当に拘束しているものであれば、そ

れは法律上無効になるものが多く、それに対して児童の福

祉の見地から新たな措置をとらなければならないことはい

うまでもない。なおその外に家庭養育雇用慣行の中には雇

用契約が労働基準法その他の関係法令に違反するとか、児

童が虐待されているとか、冷遇されているとか、その他著

しく不適当な監護をうけている等のため、児童の福祉の見

地から新たな措置を必要とするものが相当多数あると思わ

れるが、児童福祉の具体的措置をとるにあたっては児童の

意思を尊重することはもちろん、諸般の事情に照して児童

の福祉が最も良く保障される左のいずれかの措置をとるよ

う指導に努めなければならない。

　　　　（1）児童を親元に返して、その家庭に生活援護そ

の他の指導をすることによつて現実的に児童の福祉が保障

できる場合には、児童を親元に返すこと。そのために児童

福祉司は都道府県を通じて児童の親元の地区を担当する児

童福祉司又は児童委員等と緊密な連絡をとり、親が児童を

他人の家庭に出すにいたつた原因、親の現在の生活状況、

児童を親元に返すことが適当であるかどうか等について調

査すること。

　　　　（2）児童を親元に返すことが適当でなく、しかも

児童を現在の家庭から引き離して保護する必要がある場合

には、他の適当な里親を見つけて児童を委託すること。な

おこの場合適当な里親が見付からないときは適当な児童福

祉施設に入所せしめるか、他の適当な個人家庭に保護を依

頼するとかその他適当な措置をとること。

　　　　（3）児童の福祉の見地から現に児童が適当な保護

を受けており、現在の家庭でそのままひきつづいて保護さ

れることが他の措置をとられるよりも一層児童にとつて幸

福であるという客観的事情が認められるときは、

　　　　A　先ず第一に児童福祉法にいう里親として適格

なものは、法の里親にすること。

　　　　B　児童福祉にいう里親にするには若干の適格条

件を欠いているが、なお児童が幸福に養育されている場合

（児童が働いている場合を除く。）には、児童福祉司、児童

委員等の指導監督のもとに養育を継続せしむること。

　　　　C　A、Bの外児童を働かしている場合はそれぞ

れ適当な年齢に応じ、次のいずれかの措置をとること。

　　　　（a）労働基準法の適用があるものについては不適

当な労働条件を是正するとか、新たに適正な労働契約を締

結させる等児童の労働条件の改善に努めること。

　　　　（b）労働基準法の適用がない家事使用について

も、労働基準法の精神にのつとり、不適当な雇用条件を是

正するとか新たに適正な雇用条件を締結させる等児童の雇

用条件の改善につとめること。

なお、この場合にはそれぞれ労働基準監督署、労働省婦人

少年局地方職員室と緊密な連携をとること。

　３　児童福祉司、児童委員の行う指導

　児童福祉司、児童委員は特別な措置を必要とする（1）、

（2）、（3）のケースについては勿論、その他の家庭養育雇

用慣行についてもたえず注意を払い、必要があると思われ
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るときは児童の保護に関する適当な指導をなすよう努める

こと。

　４　児童の就学奨励

　家庭養育雇用児童の中には未就学、不就学ならびに長期

欠席の児童が相当数いることに鑑み親権者又は後見人に対

してはもちろん、他人の児童を家庭で養育又は雇用してい

る者に対しても、学齢期にある児童を通学させて義務教育

をうけさせるよう積極的な指導を行うこと。このためには

教育委員会の積極的な活動を促し、市町村、学校、PTA、

児童福祉児童委員が相協力して児童の就学にむかつて努力

すること。児童を就学させるに際しては、特に学年編入に

つき、児童の生活年齢、精神年齢等を十分に考慮して児童

に最も適した措置を講ずることが必要である。

第２　家庭養育雇用慣行に対する今後の措置

　いわゆる「児童の人身売買事件」のごときことが再び発

生しないようにするとともに、さらに進んで児童の福祉を

積極的に増進するために、今後は次のごとき方針でその実

施にあたること。

　１　児童の人権尊重

　児童の最大の幸福は原則として両親のもとで健やかに育

てられること、児童の基本的人権を尊重しなければならな

いこと等の児童福祉思想を普及徹底せしめ、児童をあたか

も親の所有物であるかのごとく考え、児童の幸福を顧みる

ことなくこれを勝手に処分するような封建的な遺制を根絶

是正するよう努めること。

　２　児童を養育することが困難な者の児童福祉司、児童

委員の相談児童がたんに家庭が貧困である等の経済的理由

のみで児童をその家庭から引き離すことは児童の福祉のた

めに適当でない。しかしながら経済的、身体的又は精神的

な原因のためにどうしても、児童を養育することが困難に

なった場合には、必ずその地区を担当する児童福祉司、児

童委員に相談するよう一般の啓発指導に努めること。

　右の相談があつた場合には、児童福祉司、児童委員は懇

切丁寧に事情を聞き、必要によっては、実情を調査して、

それぞれの事情に適応した生活援護、里親委託、児童福祉

施設への入所、その他適当な保護指導の措置をとること、

児童福祉司、児童委員においても担当地区の人々にその氏

名やその仕事の内容を周知せしめ、児童福祉司、児童委員

のところへいけばきっと必要な面倒をみてもらえるという

情勢を整えておくこと。

　但し、児童福祉司、児童委員が右の措置をとろうとする

ときは、児童をたんに経済的理由のみで家庭から引き離す

ことは児童の福祉にとつて適当でないことを十分理解し、

児童をできるだけ家庭から引き離すようなことなく、その

家庭に対して生活保護法の適用その他凡ゆる指導援助をな

して児童の福祉を図るよう努めること。

　３　公共職業安定所の利用

　児童が就職するときには必ず公共職業安定所を利用する

よう一般の指導に努めるとともに、許可をうけないで就職

の斡旋をすることは法の違反となり、したがつて処罰され

ることを一般に周知せしむること。児童福祉司、児童委員

等が児童の就職について相談、又は依頼を受けた場合は、

必ず所轄公共職業安定所に連絡すること。

　４　仲介業者の排除根絶

　児童福祉司、又は児童福祉員が営利を目的として児童の

就職の斡旋をする者を発見したときは、直ちに労働基準監

督署又は公共職業安定所に連絡して、それぞれ労働基準法、

職業安定による悪質仲介業者の排除根絶に努めるととも

に、無料で就職を斡旋することも、許可を受けないでこれ

を反覆して行う場合には、職業安定法の違反となるから、

かかる斡旋者の排除についても公共職業安定所と連絡を密

にすること。

　なお、児童福祉司又は児童委員が、児童福祉法第三四条

第一項第八号の規定（改正予定）に違反して、営利を目的

として児童の養育を斡旋する者を発見したときは、直ちに

県児童課又は児童相談所に連絡してその排除根絶に努める

こと。

　５　児童福祉法にいう里親制度の普及

　児童福祉法にいう里親制度の普及徹底を図り、真にやむ

をえない事情のため他人に児童を預けることを余儀なくさ

れた者が、勝手に他人に児童を預けるようなことをしない

で、児童相談所を通じて里親制度を活用するよう、一般の

啓発指導に努めること。なおこの場合地区の児童福祉司又

は児童委員に連絡相談させるようにしてもよく、連絡相談

があつたときは、児童福祉司又は児童委員は必ず必要な斡

旋指導をすること。

第３　都道府県間ならびに関係諸機関の連絡

　家庭養育雇用慣行はたんに一都道府県内で行われている
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ばかりでなく、二以上の都道府県にまたがつて行われてい

るものも数多くあり、又それはひろく児童福祉法、労働基

準法、職業安定法、学校教育法ならびに人身保護法等の諸

法規に関係するところが大であるから、関係都道府県間は

もちろん関係諸機関が相互に緊密な連絡をとつてこれが円

滑な処理にあたることが必要である。

　本対策要綱では、児童福祉法で新たに設置され
た「児童福祉司」ならびに「児童委員」が中心と
なって調査・保護措置を実施すること、さらに児
童福祉法の適用だけでなく、労働基準法、職業安
定法、学校教育法ならびに人身保護法等の諸法規
に基づき、関係諸機関が連携して対処することを
示している。この時期に、厚生、法務、労働、文
部の４省をまたがった総合方針を打ち出したのは
珍しく、政府としての力の入れようが知れる。
　また、単に人身売買的な労働慣行の廃止を訴え
たものでなく、さらに一歩進んで「児童の最大の
幸福は原則として両親のもとで健やかに育てられ
ること」を「児童の基本的人権」として尊重しな
ければならないことを示している。そして、これ
を「児童福祉思想」として国民に普及徹底すると
言う方針を打ち出した。そこでは「真にやむをえ
ない事情のため他人に児童を預けることを余儀な
くされた者が、勝手に他人に児童を預けるような
ことをしない。」とし、児童福祉司ならびに児童
委員の調査ならびにしかるべき指導・保護措置が
とられることとなった。保護手段としては、児童
福祉法で初めて公的に位置づけられた「里親制度」
の推進が柱の一つとなっている。
　すなわち「児童は親の所有物でない」ので売買
の対象にしてはならないということと合わせて、
「家庭」が児童の「福祉機関」として位置づけら
れたのである。家庭のための児童ではなく、児童
のために家庭がある、という児童福祉の発想が宣
言されたもので、これが、戦後の児童福祉法の理
念であった。
　児童福祉における「家庭」の意義が位置づけら
れたのは、第１次世界大戦後、アメリカで開催さ
れた「白亜館会議」であることはよく知られてい

る。その理念は大正末から昭和初期において日本
にも紹介されたが、戦前のわが国の状況において
は、一部の都市中間層を除いてそれを実体化でき
る家庭基盤は成立していなかった。地方の農山漁
村の多くの日本の家族と子どもは、家族制度の下
に「児童のための家庭」には暮らしていなかった。
しかし、ここに来て抜本的な意識変革が迫られる
とともに、家庭を離れる児童に対して福祉行政が
具体的介入することになったのである。

③「中央青少年問題協議会」による国民運動
　1948年以降、児童労働問題については、当時開
設されたばかりの「婦人少年局」が中心となって
大変活発な動きをした。同局では1948～51年上期
にかけて３回の調査報告を出し、関係機関との調
整連絡や実態調査に取り組んでいる。とくに、
1951（昭和26）年には、厚生省児童局の同意を得
て「中央青少年問題協議会」に児童労働の特殊慣
行について問題提起した。「中央青少年問題協議
会」は、1949（昭和24）年の春に、衆参両院の決
議に基づいて内閣に設置された青少年の不良化防
止・犯罪防止のための、官民合同の協議会である。
本件は、直接的には青少年の不良化防止等と関連
はないものの、多数の省庁に関連する課題として
「総合的基本対策」を立てる必要があるため、と
いうのが婦人少年局の意図であった（27）。
　「中央青少年問題協議会」では、その後１年間
に17回に及ぶ協議を行い、1952（昭和27）年２月
14日に次官会議で「いわゆる人身売買事件対策要
綱」の決定をみるに至った。これは、先の昭和24
年通知にもかかわらず、いわゆる人身売買事件が
増加しているため、根本的な対策を講ずることが
緊急の課題となったので、中央青少年問題協議会
において人身売買の定義とその基本的な対策要綱
を定めたものであった。
　これにより、24年通知では「家庭養育雇用児童」
と表現されていたものが、「人身売買」と明示さ
れることになった。中央青少年問題協議会で決定
された「人身売買」の定義は、「児童をしてその
福祉に反するような労務又は不当な人身の拘束を
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伴う労務を提供させ、その対価として財物その他
の物を給付することを内容とする契約又はこれを
斡旋する行為」であった。
　「いわゆる人身売買事件対策要綱」の冒頭にあ
る趣旨には、以下のように熱く書かれている。

　個人の尊厳と民主主義とを基調とする憲法
のもと、独立国として新発足しようとしてい
るわが国に、いわゆる人身売買という非人道
的事実がいまだに存するということは、まこ
とに恥ずべきことであり、その絶滅を図るこ
とは、国家の重大な問題と云わねばならぬ。
　古くからこどもの「身売り」と云われ、一
部において長い伝統を有し、慣習とまでなっ
ているいわゆる人身売買は、その由って起る
原因が極めて複雑且つ根深いものがあり、簡
単に断定することはできないが、断じて放任
されておかるべきことでなく、われわれは、
次代を背負って立つ青少年を雇い入れて業を
なし、売買の仲介をして利をむさぼり、青少
年の人権と福祉とを全く無視した非人間的な
行為を心から憎むと同時に憤りさえ覚えるの
である。
　国民の一部にかかることを生ぜざるを得な
い社会的、経済的条件の存することに目をお
おうことなく、根本的にそれらの除去に努め
ることは、政府および国民の責任であること
を痛感する。

　次官会議において決定された方針は、以下の５
項目であった。
　１．青少年を擁する要保護家庭について、適確
な実情を把握し、生活保護の徹底、就職、授産、
内職の斡旋等によりその生活の安定を図ること。
　２．職業安定機能を強化し、青少年に対する職
業の斡旋を積極的に行うとともに、就職について
は職業安定機関を利用せしめること。
　３．児童福祉思想を昴揚し、いわゆる人身売買
の慣習を打破するため、関係官公署、報道機関、
青少年関係民間団体等あい協力し、いわゆる人身
売買事件を絶滅する国民運動を起すよう啓発宣伝

を図ること。
　４．関係諸機関の連絡を更に強化し、厳重な監
督、取締と悪質者の処分を徹底させること。
　５．いわゆる人身売買として発見された青少年
の措置については、その福祉に即し、保護の徹底
化に努めること。
　この方針は、２月19日付で、各都道府県知事あ
てに厚生事務次官通知「所謂児童の人身売買事件
の対策について」（厚生省発児第一五号）が発せ
られた。
　24年の四次官共同通達と比べて、強化されたり
加えられた点は以下の８点である。
１）児童福祉法による「保護受託者制度」の活

用
２）児童福祉法による同居児童の届出励行の促

進
３）労働基準監督機関の取り締まりについては、

特に人身拘束的違反の被害者受け入れ地、
例えば織物工場、特殊飲食店等における監
督と是正に留意すること。

４）公共職業安置所は、被害者又は被害亜者の
おそれある者に付いては、速やかに就業さ
せるため「要求職者緊急通報」の様式によ
り、社会福祉事務所または児童相談所より
の通報を要求していること。

５）学校における長期欠席児童生徒に対する調
査指導と義務教育の徹底をはかること。

６）職業教育の振興と純潔教育の普及。
７）この種事犯に介在して営利することによる

周旋屋その他の悪質犯罪者に対する厳罰。
８）当該事件の特異または重大なものについて

は、６ヶ月を限り、刑事関係報告規定第６
条に基づく臨時的報告として、報告を要求
していること。

　なお「中央青少年問題協議会」では、発足以来、
春と秋に、地方の青少年問題協議会を通して、全
国的なキャンペーン活動を実施していた。そこで、
この時期に人身売買問題が注目され、さらに増加
傾向にあることをふまえて1951（昭和26）年春の
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第４回「青少年保護育成運動」ではとくに「年少
者の人権擁護」を掲げて全国的な国民運動を展開
した。このキャンペーンは、「児童憲章」の制定
と相まって、関係機関総出で大々的に実施された。
それが終了したばかりの５月、協議会が毎月のよ
うに開催されていた最中に、第２次舵子事件が起
きたのであった。
　なお、こういった「中央青少年問題協議会」の
動きと併行して、1951（昭和26）年には、衆議院
の行政監察特別委員会でも人身売買事件がとりあ
げられることになった。特別委員会では、９月か
ら調査や証人喚問を開始し、翌年４月に最終報告
書をまとめている。
　その報告書の内容は、前述の次官通知や対策要
綱と大きな齟齬はないが、取り締まりの強化なら
びに、より積極的な保護策、すなわち前借金のた
めに身売りを必要とする農漁家庭への「厚生資金
貸与制度」の確立、「人身売買取り締まりに関す
る特別法」の制定が盛り込まれていた。これらの
積極策は、その後実現には至らなかった。
　なお、1952（昭和27）年３月４日の特別委員会
では、朝日グラフに掲載された「情島の梶子物語」
の写真付き記事がとりあげられている。また、報
告書には、取り締まり強化の必要の根拠として、
舵子の雇主である漁労家が、何ら処罰を受けてな
いことが指摘されている。

　６）児童福祉法の適用～里親登録～
　情島では、児童課の指導のもとに、これも制定
されたばかり児童福祉法の適用を受け、14歳以下
の舵子の使用主15名が「里親登録」をすることと
なった。
　ここで、背景となる「里親制度」について、簡
単に触れておこう。
　「里親制度」も起源は平安中期までさかのぼる
と言われ、里子養育の対価（労働力・金銭）を求
める場合も含めて、相互扶助的な慣習であった。
例えば、困窮している上に子どもが多く、やむを
得ず口減らしのため里子に出すのは、労働力を対
価するもので、契約金のない幼い舵子の場合は旧

来の「里子」の一種として位置づけることも可能
であったろう。金銭の授受としての事例は、「洛
北の里子」として公家の子どもが預けられたこと
で有名な京都の岩倉村や、近江の坂本がよく知ら
れている。
　一方、石井十次の開設した育児施設「岡山孤児
院」は、早くからミルクの必要な乳児を中心とし
て、収容児童の一部を里親に預けるシステムを有
していた。また、大阪市民生局が1947（昭和22）
年12月にまとめた「里子調査報告」によると、大
阪では「大阪市弘済院」と「（財）博愛社」が古
くから収容児の一部を京都や奈良の農家に里子に
だしていた。とくに京都府の山田荘村、普賢寺村、
奈良の生駒村、北倭村は、村をあげて両施設の子
どもたちを預かり、多いときには１村で300人以
上いたこともある里子村であった。
　里子村では1929（昭和４）～1935（昭和10）年
ころが受け入れのピークで、それ以降は次第に減
少していた。昭和10年頃からは、適切な里親を選
定するために、村の婦人会が斡旋に乗り出したと
ころもあった。その理由は、人道的理由に加えて、
農家の副業の確保という点から、手数料の高い仲
介業者と争った結果であった。養育料は、昭和初
頭では月額７円程度であったが、逐次増額され戦
時中は90～120円、戦直後は225円。1947年当時は
400円であった。なお、この額は施設児童の場合
であり、個人契約の場合はその約３倍程度が相場
であったという。養育料が月額10円の頃の米価が
石当たり20～25円であったから、農家の副業とし

表６　情島における里親登録・里子委託数
　　　（昭和23～27年）

年　次 里　親
登録数

里　　親
解除者数

里子委託
児 童 数

解　除
児童数

昭和23年度 15名 － 15名
昭和24年度 12名 ３名 ７名 ４名
昭和25年度 １名 － ４名 １名
昭和26年度 申込中５名 － ８名
昭和27年３月
現在数 20名 － 13名 －
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てはかなり有利なものであったらしい。
　これによって預けられた里子は、知能指数も普
通程度で、健康状態も良好。学齢期に達すると地
元の小学校に通学し、小学校卒業とともに委託機
関や実親に戻されるのが普通であった。ただし、
里親方に小さな子どもが居た場合は、子守や家事
労働に使われる場合もあり、里親の受け入れ状況
には多少の差があったことは否めない。
　1948（昭和23）年１月１日より施行された児童
福祉法には、こういった福祉施設による里親実践
を踏まえ、施設養護と並列して里親制度が盛り込
まれた。GHQの指導により、むしろ施設による
集団養護よりも望ましい児童養護形態であるとさ
れて推奨された経緯もある。しかし、具体的な内
容は、第１次舵子事件後の1948（昭和23）年10月
４日付で発せられた厚生次官通牒「里親等家庭養
育の運営に関して」（別紙「家庭養育運営要綱」）
によって指示された。
　それによると、「児童福祉法は里親の家庭を考
えているのであるが、そのほかに実情として児童
を養子おして保護することが広くおこなわれてい
ることにかんがみ、本要綱は、たんに児童福祉法
にいう里親の家庭について規定するだけでなく、
民法にいう養親の家庭を含めて広く個人家庭によ
る児童保護について規定したもの」であり、里親
の認定基準、委託方法から始まり、保護の内容で
は家庭の雰囲気、食餌、教育、遊びほか、自己の
子女との差別待遇の禁止や、例えば乳児について
は「おむつをしばしば取り替えるとともに、これ
を洗濯して常に清潔にしておかなければならな
い」「すくとも週三回入浴させなければならない」
など、全般にわたってかなり詳細な指示をしてい
る。
　労働児童関係では、「都道府県知事が、児童を
養育しながら、そのもとで働かせることを希望す
る里親に児童を委託しようとする場合、里親が遵
守すべき条件を（六）の第一項の書類に記入し、
児童相談所を経てこれを里親に交付しなければな
らない。但し満12歳未満の児童はこれを委託して
はならない。」とされた。義務教育を修了した児

童については１日７時間以上、１週42時間以上、
就学中の児童については修学時間を含めて１日６
時間以上、１週36時間以上の労働の禁止。危険有
害の仕事、重量物を取り扱う仕事、児童に肉体的
精神的に苦痛を与える仕事への就労禁止。午後８
時から午前五時までの夜業の禁止。さらに１里親
家庭には兄弟を除いて同時に２人の児童を委託で
きないこととした。
　第１次舵子事件の後、14歳以下の舵子を雇って
いた漁師は、島を離れることを希望しない子ども
たちが大半を占めていたこともあって、行政の指
導の下に、新しく児童福祉法に定められた里親と
してこぞって登録し、できるだけそれまでの関係
を維持することとなった。家庭養育要綱にのっ
とった指導が入ったのか、島では1948（昭和23）
年末には「里親保護者会」を組織し、毎月例会を
開催して里子処遇について話し合うことにした。
1951（昭和26）年に15歳未満の里子は８人、15歳
以上の里子は９人で、17～19歳の比較的高齢児が
多いのが特色となっている。次第に台帳も整備さ
れ、舵子個人名義の貯金も管理されるようになっ
た。「里親保護者会」では翌年に、里子の娯楽修
養の場として「里子会館」を建築し、島では初め
てのラジオとピンポン台を設備している。これら
に要した費用は、里子の委託費から出し合った。
島に電灯が引かれたのは1953（昭和28）年であっ
たから、電池式によるラジオは、ランプ生活の島
に開かれた数少ない文化の窓ともなった。
　しかし、基本的に漁家の労働と生活は従来と変
わらない。新しい児童福祉理念が急速に浸透する
のは難しい面があり、島民間での軋轢も生じた。
行政からの信任もあつく、里親保護者会の責任者
であった東野恭彦氏（当時、青年団の世話役でも
あった）は、舵子に関する労基法上の手続きなら
びに管理を担いつつ、島民の意識改革を含めて積
極的に働きかけていたが、1951（昭和26）年島民
との間に軋轢を生じ、会長の職を辞することに
なった。東野氏が一時手を引いたあと、賃金台帳
が未整備となり、舵子の賃金の支払が確定しな
かったために4万1630円の未払いが生じたため、
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労働基準監督官から指導が入っている。

７．里親から養護施設開設へ
　1951（昭和26）年５月26日、最初の事件が、少
しずつ過去の出来事となりつつあったとき、舵子
が５人逃亡する第２次舵子事件が起こった。里子
保護者会の責任者が空席になるなど、恐らく、雇
主である里親たちの足並みが揃わず、ぎくしゃく
していたのかもしれない。大人たちがそういう雰
囲気のときに、子どもたちは往々にして問題を起
こしがちである。
　逃げた子どもたちは徳山児童相談所に一時保護
の上、里親が呼び寄せられ、山口県児童課と連絡
協議がなされたが、その結果、全員が里親宅に再
復帰することが決まった。事件の状況としては、
第１次事件と大きくは変わっておらず、粛々とし
た対応がなされたといえる。
　しかしながら、前述したように、ちょうど青少
年問題協議会による国民運動としての児童の人権
キャンペーンが全国展開していた時である。３週
間前の５月５日には、児童憲章が制定されたばか
りであった。情島２度目の不祥事ということで、
事件はことさら大きくとりあげられた。新聞記事
も、「またも里子５名が脱走　～情島から～」（毎
日新聞）、「里子の恐怖に戦く」（毎日新聞）、「ま
た五名脱走～情島の戦災孤児～」（防長新聞）「殺
されても帰らぬ～脱走少年が語る情島の奴隷日記
～改まらない差別待遇～」（防長新聞）と、１次
事件にも増してセンセーショナルに書き立てた。
　行政の立場としては、当然そのまま放置する訳
にはいかない。その後「所謂児童の人身売買事件
の対策について」（厚生省発児第一五号）で正式
に発せられるように、とくに高齢児で就労を含む
ケースの保護は、養護を基調とする里親制度には
なじまないということが明らかになった。そこで
15歳以上の舵子で里親宅に戻ったものについて
は、同じ児童福祉法による「保護受託者制度」の
活用をすることになった。
　保護受託者制度とは、義務教育を終了した者を
民間人のもとに預かり又は通わせて保護するとと

もに、独立自活に必要な指導をすることを希望す
る者に委託するという制度で、「職親制度」と言
われるものである。比較的知能の遅れた児童にも
効果的であり、要保護児童の職業訓練のためにも
本制度の活用が望まれるとして厚生省は押し進め
たが、実際にはあまり浸透しなかった。舵子につ
いては先駆けて適用されたが、全国でみても、
1952（昭和27）年２月末現在で、委託保護受託者
数84人、委託児童数109人、1953（昭和28）年委
託保護受託者数150人、委託児童数173人、1954（昭
和28）年委託保護受託者数197人、委託児童数223
人程度であった。その後も1958（昭和33）年の委
託保護受託者数246人、委託児童数260人がピーク
で、あとは減少傾向にあった。（厚生省報告例）
　島民は、二度目の凄まじい社会的批判におのの
いた。早速行政指導のもとに舵子保護者会を開催
し、島民の軋轢により空席となっていた役員の総
改選を実施。旧会長の東野氏が再選され、未払い
賃金や賃金台帳の整備等の違反事項を至急是正
し、遵法態勢を回復するにいたった。
　さらに８月、東野父子は私財を投げ打って、私
立あけぼの寮（児童養護施設）開設。息子の東野
恭彦が施設長となって夫婦で住み込み、９月１日
から児童の受け入れを開始した。東野氏としては、
児童の福祉の島として起死回生し、「奴隷の島」「人
買島」という汚名をはらしたいという一念であっ
た。従来、舵子として島に送られて来た貧窮児は、
児童福祉法制度の下で、児童相談所を通して、児
童養護を目的とする施設へ措置されることになっ
た。
　しかし、島への社会的バッシングはその後も波
状的に続く。前述のようにその年の暮れには、水
木洋子脚色によりNHKの連続ラジオドラマ「梶
子」放送され、さらに７年後の1958（昭和33）年
には、そのドラマが久松静児監督の手で「怒りの
孤島」として映画化された。そのストーリーは、
舵子制度を児童虐待として告発する視点で製作さ
れた。島へ貰われて来た身寄りのない子が、イワ
シを盗んだという理由でえさ箱に閉じ込められ、
餓死する。ののしり、ぶたれ、奴隷のように働く
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子どもたちが、島の実情を知らせるために脱出す
る。脱出しそびれた舵子が、焼きを入れられたの
を、分教場の教師の娘が介抱する。やがて、事件
が明るみになり、「説き難いほど根強い因習も、
世論の力に遂いかなわず、舵子たちに明るい光が
さし始めた」（28）というものであった。これらの
作品に登場する島人は、無知、野蛮で暴力的な、
因習の固まり以外の何者でもなかった。
　島の人々は事件について何も語らなくなり、一
方で、東野氏は黙々と児童養護施設の実践を積み
重ねていった。

まとめにかえて
　本論は、昭和20年代、ある意味では戦前から戦
後へ変わり目の時期におきた「舵子事件」という
エピソードを中心に、戦前期における島の児童の
生活と労働、さらにはそれらを基盤とする貧窮児
童の保護の仕組みが、戦後の「児童福祉法体制」
にいかに変容していったかの過程を考察したもの
である。（なお、ここでいう「児童福祉法体制」
とは、労働基準法や教育法を含む、新憲法のもと
での児童の福祉に関わる総合的な法体制をさすも
のとする。）
　その作業によって浮き上がってきた特質を大ま
かにまとめると、以下のようなことがあげられよ
う。
　１）一本釣りという技術を伝達する要素の強い
漁法を行っていた漁村が、動力船を導入するまで
の過渡期に需要のあった「舵子労働」という形態
が、近隣の貧窮児童の受け皿として機能する側面
を有していたこと。
　２）さらにそれらは、島の生活に象徴されるよ
うに、早期に家族から離れて行われていた広範な
児童労働が前提としてあり、戦前の労働現場が児
童の社会化（教育機能）とともに「社会的養育機
能」を積極的に受け持っていたこと。そして、そ
れが戦前の我国における抑制的な児童保護施策を
代替・補完する機能を果たしていたこと。
　３）その代替・補完機能は、戦直後の浮浪児対
策が後手に回った段階では、児童施設から積極的

に活用された事実もあること。
　４）新憲法の下での児童福祉法体制（労働基準
法や教育法を含む）の成立は、児童を労働現場か
ら分離し、一方で学校教育法により教育を保障す
るとともに、戦前期は労働現場に依存していた児
童養育機能を、それぞれの家庭に収斂する基盤を
つくったこと。
　第１次舵子事件当時はまだ多少許容的であった
「家庭養育雇用」は、第２次舵子事件の前後に「い
わゆる人身売買」と位置づけられた。この間、新
教育課程の採用により15歳までに延長となった義
務教育期間は、児童は軽微な家事手伝いを除いて
「家庭養育雇用」できなくなった。また、他人の
家に子どもを預ける場合は、児童養護を目的とす
る「里親制度」として行政のコントロールを受け
ることとなった。これによって、貧窮児童は社会
の労働現場から、国家の統制する児童福祉現場へ
委ねられることとなった。
　エピソードとしてとりあげた「舵子事件」は、
戦前の労働環境の下に広範に許容され、児童保護
対策を補完していた「家庭養育雇用」が、児童福
祉の新理念により一掃される過程の象徴的事件で
あったといえよう。
　戦後、GHQの強力な指導の下に、民主主義と
人権についての国民の意識改革が政策的重要課題
となった。舵子事件等の「家庭養育雇用」は、「封
建遺制」の象徴として取り上げられ、社会的バッ
シングの対象となった。島民の痛みは、貧しかっ
た日本の農山漁村の痛みであった。
　なお、この時期の変容についてGHQの果たし
た役割等については、紙面の都合により別稿に譲
ることとする。
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（27）労働省婦人少年局編（1953）『年少者の特殊
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Acceptance process of The child welfare 
Law system
：Child labor and Child protection in 
fi shing village

KATODA  Keiko
   This thesis is the one that how the fishing village 

society in Japan accepted a new child welfare system 

is examined. 

   Three welfare laws (Public Assistance Law, 

children’s welfare act, and Law for the Welfare of 

Physically Disabled Persons) that had been enacted 

under a new constitution in the 1945’s had a big 

infl uence on the history of the welfare of Japan.

   Especially, the approval of the system of children’s 

welfare act (children’s welfare act, School Education 

Law, and Labor Standards Law) greatly changed the 

idea to the child in Japan till then.

   However, there was a peculiar child protection 

system to Japan that suited life in the labor realities at 

that time and the region in Japan of prewar days.

   It is written in this thesis that the process was 

analyzed the regional society in Japan accepted a very 

new child protection system.

   The episode of [kajiko] event in the fi shing village is 

caught and raised.

   The [kajiko] event expresses a social confl ict of the 

history at the turn well.
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